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外交史料館所蔵史料に見るドイツ戦後賠償の形成過程
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一　

は
じ
め
に

㈠　

本
論
稿
の
目
的
と
所
蔵
史
料
の
全
体
像

外
交
史
料
館
所
蔵
史
料
に
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
ド
イ
ツ
の
戦
後
賠
償
に

関
し
、
ド
イ
ツ
戦
後
賠
償
の
形
成
過
程
に
当
た
る
占
領
期
を
中
心
と
す
る
文
書
が

整
理
し
て
所
収
さ
れ
て
い
る
。
本
論
稿
は
、
こ
う
し
た
文
書
を
ド
イ
ツ
の
戦
後
賠

償
の
流
れ
の
中
で
位
置
付
け
つ
つ
、
紹
介
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
ド
イ
ツ
の

戦
後
賠
償
は
、
伝
統
的
な
戦
争
賠
償
と
並
び
、
戦
後
連
綿
と
続
け
ら
れ
て
き
た
ナ

史
料
紹
介外

交
史
料
館
所
蔵
史
料
に
見
る
ド
イ
ツ
戦
後
賠
償
の
形
成
過
程

　
　
　
　
　
　

―
現
物
賠
償
、
戦
争
賠
償
、
ナ
チ
ス
の
不
法
に
対
す
る
補
償

編　

纂　

室
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チ
ス
の
不
法
に
対
す
る
補
償
に
よ
り
特
徴
付
け
ら
れ
る
が
、
両
者
の
重
要
な
起
点

が
占
領
期
に
形
成
さ
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
ド
イ
ツ
の
戦
後
賠
償
の
形
成
過
程
に

関
す
る
有
用
な
文
書
を
外
交
史
料
館
所
蔵
史
料
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
具
体
的

な
項
目
と
し
て
は
、
占
領
下
に
お
け
る
現
物
賠
償
の
実
施
、
在
外
資
産
処
理
、
主

権
回
復
の
過
程
に
お
け
る
動
向
、
イ
ス
ラ
エ
ル
及
び
西
側
一
二
か
国
と
の
補
償
協

定
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
論
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
項
目
に
沿
っ
て
、
ド
イ

ツ
戦
後
賠
償
の
全
体
の
中
で
の
位
置
付
け
を
確
認
し
つ
つ
、関
連
文
書
を
紹
介
し
、

ド
イ
ツ
戦
後
賠
償
の
形
成
過
程
に
つ
い
て
、
我
が
国
に
お
け
る
占
領
政
策
と
の
比

較
な
ど
当
時
の
史
料
が
作
成
さ
れ
た
視
点
を
踏
ま
え
て
、
記
述
す
る
こ
と
を
試
み

る
。外

交
史
料
館
所
蔵
史
料
の
関
連
文
書
の
全
体
像
を
俯
瞰
す
る
と
、
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

「
連
合
国
の
ド
イ
ツ
管
理
関
係
雑
件
」
第
一
巻
（B
’.1.2.0.1
）
及
び
「
連
合
国

の
ド
イ
ツ
管
理
関
係
雑
件
」
第
二
巻
（B

’.1.2.0.1

）
に
は
、
連
合
国
管
理
理
事
会
、

そ
の
後
の
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
連
合
国
高
等
弁
務
官
会
議
と
い
っ
た
枠
組
み
に
お

け
る
米
英
仏
ソ
連
合
四
か
国
に
よ
る
ド
イ
ツ
の
占
領
管
理
制
度
に
関
す
る
文
書
が

所
収
さ
れ
て
い
る
。

「
第
二
次
世
界
大
戦
対
独
賠
償
関
係
一
件
」
第
一
巻
（B

’.3.2.0.1

）
に
は
、
パ

リ
賠
償
会
議
を
は
じ
め
、
連
合
国
の
対
ド
イ
ツ
賠
償
政
策
の
動
向
に
つ
い
て
の
累

次
の
調
書
が
所
収
さ
れ
て
い
る
。「
第
二
次
世
界
大
戦
対
独
賠
償
関
係
一
件
」
第

二
巻
（B

’.3.2.0.1

）
に
は
、
ド
イ
ツ
の
対
外
債
務
の
整
理
に
関
す
る
ロ
ン
ド
ン
債

務
協
定
が
所
収
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
第
二
次
世
界
大
戦
対
独
賠
償
関
係
一
件
」

第
三
巻
（B

’.3.2.0.1

）
に
は
、
ナ
チ
ス
の
不
法
に
対
す
る
補
償
に
関
す
る
イ
ス
ラ

エ
ル
及
び
西
側
諸
国
と
の
協
定
に
関
す
る
文
書
が
所
収
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

「
第
二
次
世
界
大
戦
対
独
賠
償
関
係
一
件　

在
外
ド
イ
ツ
資
産
処
理
関
係
」

（B

’.3.2.0.1-1

）
に
は
、
ド
イ
ツ
在
外
資
産
の
処
理
に
関
す
る
文
書
が
所
収
さ
れ
て

い
る
。

㈡　

ド
イ
ツ
の
戦
後
賠
償
に
つ
い
て）

1
（

ド
イ
ツ
の
戦
後
賠
償
は
、
伝
統
的
な
国
際
法
上
の
戦
争
賠
償
と
と
も
に
、
い
わ

ゆ
る
ナ
チ
ス
の
不
法
に
対
す
る
補
償
（Entschädigung für N

S-U
nrecht

）
に

よ
り
特
徴
付
け
ら
れ
る
。
前
者
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
に
お
け
る
戦
争
行
為
に
関

連
す
る
国
家
間
の
賠
償
で
あ
る
が
、
後
者
は
、
ナ
チ
ス
政
権
（
国
家
社
会
主
義
政

権
）
の
主
と
し
て
ユ
ダ
ヤ
民
族
に
対
す
る
不
法
・
迫
害
に
つ
い
て
の
補
償
措
置
で

あ
り
、
伝
統
的
な
国
際
法
上
の
戦
争
賠
償
と
は
異
な
る
も
の
と
し
て
、
戦
後
、
取

り
組
ま
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

前
者
の
戦
争
賠
償
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
で
は
、
占
領
期
に
お
い
て
、
現
物
賠

償
主
義
に
よ
る
デ
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
（
工
場
施
設
の
撤
去
解
体
）
と
在
外
資
産
の
処

理
が
行
わ
れ
た
が
、
我
が
国
に
お
け
る
対
日
平
和
条
約
（
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平

和
条
約
）
と
異
な
り
、
東
西
冷
戦
構
造
に
よ
り
、
占
領
終
了
に
際
し
て
平
和
条
約

が
締
結
さ
れ
ず
、
賠
償
問
題
の
解
決
が
延
期
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
一
九
九
○
年
の

東
西
ド
イ
ツ
統
一
に
際
し
て
も
、
戦
争
賠
償
問
題
が
国
際
法
上
で
明
示
的
に
規
律

さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
、
ナ
チ
ス
の
不
法
に
対
す
る
補
償
に
つ
い
て
は
、
一
九
五
二
年
九
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月
に
署
名
さ
れ
た
イ
ス
ラ
エ
ル
と
の
間
の
協
定
（
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
協
定
）
を
出

発
点
と
し
て
、
一
九
五
三
年
及
び
一
九
五
六
年
の
国
内
法
上
の
連
邦
補
完
法
及
び

連
邦
補
償
法
、
西
側
一
二
か
国
と
の
間
の
包
括
的
補
償
協
定
、
連
邦
補
償
法
の
適

用
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
者
に
対
す
る
一
九
八
○
年
代
以
降
の
困
窮
救

済
措
置
、
さ
ら
に
は
強
制
労
働
問
題
に
関
す
る
二
○
○
○
年
の
「
記
憶
・
責
任
・

未
来
」
財
団
の
設
立
と
い
っ
た
措
置
が
連
綿
と
続
け
ら
れ
て
き
た）

2
（

。

戦
争
賠
償
を
よ
り
詳
し
く
見
れ
ば
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
第
二
次
大
戦
後
の

対
ド
イ
ツ
賠
償
問
題
の
処
理
の
枠
組
み
は
、
一
九
四
五
年
二
月
の
ヤ
ル
タ
会
談
を

踏
ま
え
、
同
年
八
月
二
日
の
米
英
仏
ソ
の
戦
勝
四
か
国
の
間
の
ポ
ツ
ダ
ム
協
定
に

よ
り
定
め
ら
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
対
ド
イ
ツ
賠
償
政
策
は
、
連
合
国
が
被
っ
た

損
害
の
最
大
限
度
の
賠
償
を
行
う
と
し
、
デ
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
及
び
在
外
資
産
の
処

理
に
よ
る
現
物
賠
償
主
義
に
よ
り
、
ド
イ
ツ
人
の
一
定
の
生
活
水
準
の
維
持
の
範

囲
で
実
施
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
占
領
国
で
あ
る
米
英
仏
ソ
四
か
国
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
占
領
地
域
で
現
物
賠
償
を
基
本
と
す
る
賠
償
を
実
施
す
る
こ
と
と
な
っ
た

が
、
一
九
四
五
年
一
一
月
か
ら
一
二
月
に
か
け
て
ソ
連
及
び
ポ
ー
ラ
ン
ド
を
除
く

一
八
の
連
合
国
の
間
で
パ
リ
賠
償
会
議
が
開
催
さ
れ
、
賠
償
の
配
分
率
、
在
外
資

産
の
処
理
及
び
連
合
国
間
賠
償
機
関
（IA

RA

）
の
設
立
な
ど
を
規
定
し
た
パ
リ

賠
償
協
定
の
採
択
が
勧
告
さ
れ
た
。
ま
た
、
一
九
四
六
年
三
月
に
は
、
連
合
国
管

理
理
事
会
に
よ
り
ド
イ
ツ
に
許
容
さ
れ
る
べ
き
工
業
水
準
案
（「
賠
償
及
び
ド
イ
ツ

の
戦
後
経
済
水
準
に
関
す
る
計
画
」）
が
決
定
さ
れ
、
同
水
準
に
基
づ
き
具
体
的
な

デ
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
が
計
画
さ
れ
、
実
施
さ
れ
た
。
一
方
、
既
に
東
西
冷
戦
構
造
が

明
ら
か
と
な
り
は
じ
め
、
一
九
四
七
年
に
開
催
さ
れ
た
ド
イ
ツ
管
理
、
対
ド
イ
ツ

　※ドイツの戦後賠償

戦争賠償（Reparationen）

　　占領期：現物賠償（デモンタージュ＋在外資産処理）

　　戦争賠償問題の解決の延期（ボン・パリ諸条約、ロンドン債務協定）

　　　→東西両ドイツの統一の際にも国際法上で明示的に規律されず。

ナチスの不法に対する補償（Entschädigung für NS-Unrecht）

　　イスラエルとの協定（ルクセンブルク協定）、西側 12 か国との補償協定

　　連邦補完法・連邦補償法

　　⇒困窮救済給付（連邦補償法の適用を受けなかった被迫害者の救済）

　　　⇒ 2000 年の「記憶・責任・未来」財団（元強制労働者への補償）
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平
和
条
約
を
審
議
す
る
モ
ス
ク
ワ
外
相
会
議
及
び
ロ
ン
ド
ン
外
相
会
議
は
、
東
西

間
の
激
し
い
見
解
の
対
立
か
ら
決
裂
し
、
賠
償
問
題
に
つ
い
て
は
、
生
産
物
賠
償

を
め
ぐ
る
対
立
が
鮮
明
で
あ
っ
た）

3
（

。
ソ
連
の
占
領
地
域
に
お
い
て
は
、
生
産
物
賠

償
を
含
め
た
「
不
断
の
搾
取
政
策
」
に
よ
る
賠
償
政
策
が
実
施
さ
れ
た
。
こ
れ
に

対
し
、
西
側
占
領
地
域
に
お
い
て
は
、
一
九
四
七
年
六
月
の
マ
ー
シ
ャ
ル
・
プ
ラ

ン
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
欧
州
の
経
済
復
興
を
重
視
す
る
米
国
の
立
場
を
受
け
て
、

一
九
四
七
年
八
月
に
は
、
工
業
水
準
が
改
定
さ
れ
て
デ
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
の
対
象
施

設
の
リ
ス
ト
が
半
減
さ
れ
、
さ
ら
に
、
一
九
四
八
年
一
二
月
に
妥
結
し
た
ル
ー
ル

国
際
協
定
）
4
（

を
受
け
て
、
デ
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
は
最
終
的
な
停
止
に
向
か
う
こ
と
と
な

る
。一

九
四
七
年
の
モ
ス
ク
ワ
外
相
会
議
及
び
ロ
ン
ド
ン
外
相
会
議
の
決
裂
を
受
け

て
、
米
英
仏
三
か
国
は
、
西
側
の
み
に
よ
る
対
ド
イ
ツ
処
理
を
模
索
し
、
一
九
四

八
年
六
月
、
米
英
仏
及
び
ベ
ネ
ル
ク
ス
三
か
国
の
間
で
ロ
ン
ド
ン
協
定
）
5
（

が
成
立
し

た
。
さ
ら
に
、
米
英
仏
ソ
に
よ
る
連
合
国
管
理
理
事
会
の
事
実
上
の
消
滅
、
ベ
ル

リ
ン
封
鎖
を
経
て
、
西
側
占
領
地
域
に
お
い
て
、
一
九
四
九
年
五
月
二
三
日
、
い

わ
ゆ
る
基
本
法
が
採
択
さ
れ
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
（
西
ド
イ
ツ
）
が
成
立
し
、

米
英
仏
三
か
国
の
高
等
弁
務
官
）
6
（

に
よ
る
高
等
弁
務
官
会
議
が
最
高
管
理
権
を
行
使

す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
ソ
連
占
領
地
域
で
は
、
一
九
四
九
年
一
○

月
七
日
、
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
（
東
ド
イ
ツ
）
が
樹
立
さ
れ
た
。

米
英
仏
西
側
三
か
国
は
、
西
ド
イ
ツ
の
主
権
回
復
に
向
け
て
協
議
し
、
一
九
五

二
年
五
月
二
六
日
、
ボ
ン
諸
条
約
が
署
名
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
ボ
ン

諸
条
約
は
、
主
権
回
復
後
の
西
ド
イ
ツ
の
軍
隊
を
西
側
諸
国
の
統
一
し
た
指
揮
系

統
下
に
置
く
欧
州
防
衛
共
同
体
条
約
の
成
立
を
効
力
発
生
要
件
と
し
て
お
り
、
こ

の
欧
州
防
衛
共
同
体
条
約
案
が
フ
ラ
ン
ス
の
国
民
議
会
で
承
認
さ
れ
な
か
っ
た
こ

と
か
ら
、
改
め
て
、
パ
リ
諸
条
約
が
一
九
五
四
年
一
○
月
二
三
日
に
署
名
さ
れ
た
。

同
パ
リ
諸
条
約
は
、
一
九
五
五
年
五
月
五
日
に
発
効
し
、
同
日
、
西
ド
イ
ツ
は
主

権
を
回
復
、
同
年
五
月
九
日
、
西
ド
イ
ツ
は
北
大
西
洋
条
約
機
構
（N

A
T
O

）

に
加
盟
し
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
東
西
冷
戦
構
造
に
よ
り
、
対
ド
イ
ツ
平
和
条
約
の
締
結
が
困

難
と
な
り
、
西
側
及
び
ソ
連
の
占
領
地
域
で
別
個
の
国
家
が
成
立
し
、
占
領
管
理

体
制
が
終
了
す
る
中
で
、
西
ド
イ
ツ
に
つ
い
て
は
、
戦
争
賠
償
問
題
の
解
決
は
、

平
和
条
約
の
締
結
ま
で
延
期
さ
れ
る
旨
が
合
意
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
一
九
五
二

年
及
び
一
九
五
四
年
の
ボ
ン
・
パ
リ
諸
条
約
の
一
部
を
な
す
移
行
条
約
で
は
、
賠

償
の
問
題
は
平
和
条
約
に
よ
り
規
定
さ
れ
る
と
し
、
ま
た
、
ド
イ
ツ
の
戦
前
か
ら

の
対
外
債
務
問
題
を
解
決
す
る
た
め
一
九
五
三
年
二
月
に
署
名
さ
れ
た
ロ
ン
ド
ン

債
務
協
定
で
は
、
戦
争
賠
償
に
関
す
る
ド
イ
ツ
に
対
す
る
請
求
権
の
審
査
は
賠
償

問
題
の
最
終
的
解
決
ま
で
延
期
す
る
旨
が
規
定
さ
れ
た）

7
（

。

注（
1
）
ド
イ
ツ
の
戦
後
賠
償
を
包
括
的
か
つ
整
理
さ
れ
た
形
で
述
べ
た
も
の
と
し
て
、
ラ
イ

ナ
ー
・
ホ
フ
マ
ン
教
授
の
国
際
法
学
会
で
の
報
告
が
あ
る
（
ラ
イ
ナ
ー
・
ホ
フ
マ
ン
（
山

手
治
之
訳
）「
戦
争
被
害
者
に
対
す
る
補
償
―
一
九
四
九
年
以
降
の
ド
イ
ツ
の
実
行
と

現
在
の
展
開
」『
立
命
館
法
学
』
二
○
○
六
年
第
二
号
（
第
三
○
六
号
）、
二
九
六
―

三
一
三
頁
。（
原
文
：Rainer H

ofm
ann, 

“Com
pensation for V

ictim
s of W

ar ‒ 
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Germ
an Practice after 1949 and Current D

evelopm
ents,

” 『
国
際
法
外
交
雑

誌
』
第
一
○
五
巻
第
一
号
（
二
○
○
六
年
五
月
）、
二
九
―
四
七
頁
。））。
ド
イ
ツ
の

戦
後
賠
償
に
関
す
る
ド
イ
ツ
語
文
献
と
し
て
は
、H

elm
ut Rum

pf, D
ie Regelung 

der deutschen Reparationen nach dem
 Zw
eiten W

eltkrieg, A
rchiv des 

V
ölkerrechts, 23.Bd.,N

o.1/2 (1985), S.74-101. 

が
占
領
期
に
重
点
を
置
い
て
、
戦

争
賠
償
及
び
ナ
チ
ス
の
不
法
に
対
す
る
補
償
に
関
し
、
法
的
論
点
を
網
羅
的
か
つ
簡

潔
に
記
述
し
て
お
り
、
必
読
の
文
献
で
あ
る
。

（
2
）
ナ
チ
ス
の
不
法
に
対
す
る
補
償
措
置
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
財
務
省

（Bundesm
inisterium

 der Finanzen
）
のEntschädigung von N

S-U
nrecht, 

Regelung zur W
iedergutm

achung 
参
照
。

（
3
）
ヤ
ル
タ
会
談
と
ポ
ツ
ダ
ム
協
定
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
米
英
側
と
ソ
連
側
と
の
見
解

の
相
違
に
由
来
す
る
も
の
で
、
米
国
は
、
現
物
で
な
い
生
産
物
に
よ
る
賠
償
は
行
わ

な
い
と
ポ
ツ
ダ
ム
協
定
に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
信
じ
、
ま
た
、
英
国
も
同
一
の
見
解

を
明
ら
か
に
し
た
が
、
ソ
連
は
、
ヤ
ル
タ
会
談
で
は
数
十
億
ド
ル
の
賠
償
を
生
産
物

か
ら
取
り
立
て
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
と
主
張
し
、
真
っ
向
か
ら
対
立
し
た
。
こ
の

生
産
物
賠
償
を
め
ぐ
る
対
立
が
ロ
ン
ド
ン
外
相
会
議
の
決
裂
の
直
接
の
動
機
と
な
っ

た
と
も
い
わ
れ
る
。

（
4
）
主
と
し
て
安
全
保
障
上
の
理
由
か
ら
ド
イ
ツ
の
ル
ー
ル
地
帯
の
石
炭
鉄
鋼
産
業
の
国

際
管
理
を
主
張
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
要
求
を
受
け
て
成
立
し
た
協
定
。
米
英
仏
及
び
ベ

ネ
ル
ク
ス
三
国
（
ベ
ル
ギ
ー
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
）
の
六
か
国
の
間
で

交
渉
さ
れ
、
一
九
四
八
年
一
二
月
二
八
日
に
妥
結
し
、
一
九
四
九
年
四
月
二
八
日
に

発
効
し
た
。
そ
の
後
、
西
ド
イ
ツ
が
加
入
し
て
い
る
。
同
協
定
に
よ
り
、
ル
ー
ル
地

帯
の
石
炭
、
コ
ー
ク
ス
、
鉄
鋼
の
ド
イ
ツ
の
国
内
需
要
向
け
及
び
輸
出
用
の
分
配
を

決
定
す
る
ル
ー
ル
国
際
管
理
機
関
が
設
立
さ
れ
た
。
一
九
五
二
年
の
欧
州
石
炭
鉄
鋼

共
同
体
（ECSC

）
の
成
立
に
よ
り
、
ル
ー
ル
国
際
管
理
機
関
は
そ
の
役
割
を
終
え
る

こ
と
と
な
る
。
ル
ー
ル
国
際
管
理
協
定
に
つ
い
て
は
、
調
査
局
第
四
課
「
ル
ー
ル
国

際
管
理
協
定
」（
一
九
五
〇
年
三
月
一
五
日
）（「
連
合
国
の
ド
イ
ツ
管
理
関
係
雑
件
」

第
一
巻
（B

’.1.2.0.1

））
が
解
説
と
と
も
に
同
協
定
の
邦
訳
（
仮
訳
）
を
掲
載
し
て
い
る
。

な
お
、
本
史
料
紹
介
を
通
じ
て
、
紹
介
す
る
文
書
の
日
付
け
に
つ
い
て
は
、
文
書
に

記
載
さ
れ
た
日
付
け
が
「
昭
和
◯
◯
」
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
も
、
西
暦
に
直
し
て

統
一
し
て
い
る
。

（
5
）
ド
イ
ツ
の
西
側
国
際
社
会
へ
の
統
合
、
ル
ー
ル
工
業
地
帯
の
国
際
管
理
、
西
ド
イ
ツ

政
府
の
樹
立
と
憲
法
の
制
定
、
西
部
国
境
問
題
、
安
全
保
障
問
題
な
ど
に
つ
い
て
の

一
般
勧
告
書
、
及
び
ル
ー
ル
国
際
管
理
に
関
す
る
特
別
議
定
書
か
ら
な
る
。

（
6
）
西
ド
イ
ツ
政
府
の
樹
立
に
よ
り
、
米
英
仏
三
か
国
の
占
領
地
域
で
は
、
軍
司
令
官
に

よ
る
軍
政
か
ら
、
三
か
国
を
代
表
す
る
文
民
で
あ
る
高
等
弁
務
官
か
ら
な
る
高
等
弁

務
官
会
議
（the A

llied H
igh Com

m
ission for Germ

any

）
に
よ
る
民
政
へ
と
移

行
し
た
。「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
民
政
移
管
の
方
式
」（
作
成
部
局
、
作
成
年
月
日
不
明
）

（「
連
合
国
の
ド
イ
ツ
管
理
関
係
雑
件
」
第
二
巻
（B

’.1.2.0.1

））
は
、
こ
う
し
た
ド
イ

ツ
西
側
占
領
地
域
に
お
け
る
民
政
移
管
に
関
し
、「
民
政
」
の
法
的
性
質
（「「
軍
政
」

（M
ilitary governm

ent

）
と
い
い
「
民
政
（Civil adm

inistration

）」
と
い
つ
て
も
、

国
際
法
上
の
性
質
に
は
変
り
な
い
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。」）、
及
び
日
本
と
の

比
較
に
つ
い
て
分
析
し
て
い
る
。
日
本
と
の
比
較
で
は
、
ド
イ
ツ
の
米
英
仏
ソ
四
か

国
に
よ
る
占
領
管
理
方
式
が
ド
イ
ツ
全
体
に
関
係
す
る
事
項
を
除
い
て
各
占
領
地
域
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で
自
由
に
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
法
的
に
は
極
東
委
員

会
の
政
策
決
定
を
米
国
政
府
が
連
合
国
最
高
司
令
官
（
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
）
を
通
じ
て

執
行
す
る
と
の
形
式
と
な
っ
て
い
る
日
本
の
占
領
管
理
制
度
を
踏
ま
え
れ
ば
、
米
国

の
日
本
占
領
任
務
の
根
本
的
な
管
理
権
を
米
陸
軍
省
か
ら
米
国
務
省
の
手
に
移
す
と

い
う
当
時
の
議
論
は
、
軍
司
令
官
と
い
う
身
分
と
民
政
長
官
と
い
う
身
分
と
を
分
け

て
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
が
両
者
を
兼
ね
る
と
い
う
考
え
方
を
と
っ
て
も
、
極
東
委
員
会
の

同
意
な
し
に
は
困
難
で
あ
ろ
う
と
の
分
析
を
示
し
て
い
る
。

（
7
）
ソ
連
は
、
一
九
五
三
年
八
月
二
二
日
の
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
（
東
ド
イ
ツ
）
と
の
間

の
議
定
書
（
ド
イ
ツ
の
賠
償
支
払
い
の
免
除
等
に
関
す
る
議
定
書
）
に
お
い
て
、
ロ

ン
ド
ン
債
務
協
定
に
対
応
し
、
一
九
五
四
年
以
降
、
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
に
つ
い
て

更
な
る
賠
償
の
給
付
を
免
除
し
た
。
こ
の
ソ
連
の
対
応
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
政
府
の
同

意
を
得
て
な
さ
れ
て
い
る
（
一
九
五
三
年
八
月
二
二
日
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
政
府
の
公
式

の
声
明
に
よ
る
）。
こ
の
免
除
（
放
棄
）
に
つ
い
て
、
西
ド
イ
ツ
政
府
は
、
同
議
定
書

の
構
成
か
ら
（
同
議
定
書
の
前
文
は
「
ド
イ
ツ
」
と
だ
け
規
定
し
て
い
る
）、
東
ド
イ

ツ
の
み
な
ら
ず
、
全
ド
イ
ツ
（Gesam

tdeutschland

）
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
る

と
の
見
解
を
示
し
て
き
た
が
、
こ
の
点
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
政
府
が
一
九
七
○
年
の
ワ

ル
シ
ャ
ワ
条
約
（
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
と
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
民
共
和
国
と
の
間
の
相
互

関
係
の
正
常
化
の
基
礎
に
関
す
る
条
約
）
に
関
す
る
会
談
の
中
で
確
認
し
て
い
る
。

二　

占
領
期

㈠　

占
領
期
前
半
に
お
け
る
現
物
賠
償
の
実
施

連
合
国
の
対
ド
イ
ツ
賠
償
に
つ
い
て
は
、
戦
後
直
後
か
ら
、
外
務
省
経
済
局
作

成
「
連
合
国
の
対
独
賠
償
に
関
す
る
諸
情
報
」（
一
九
四
五
年
一
○
月
三
一
日
））

8
（

を
は
じ
め
と
し
、
当
時
の
公
開
情
報
か
ら
新
た
に
収
集
し
た
情
報
に
基
づ
き
加
筆

し
た
部
分
を
増
補
と
し
て
加
え
、
相
互
の
参
照
箇
所
を
明
記
す
る
一
連
の
調
書
群

が
作
成
さ
れ
て
い
る）

9
（

。
こ
れ
ら
の
調
書
で
は
、
占
領
期
前
半
に
お
け
る
現
物
賠
償

主
義
に
基
づ
く
対
ド
イ
ツ
賠
償
政
策
、
現
物
賠
償
の
実
施
、
及
び
そ
れ
に
伴
う
諸

問
題
に
つ
い
て
詳
細
な
記
述
が
な
さ
れ）
10
（

、
対
日
賠
償
政
策
と
の
相
違
に
つ
い
て
、

日
本
に
対
す
る
中
間
賠
償
案
と
の
具
体
的
相
違
な
ど
に
留
意
し
た
記
述
が
な
さ
れ

て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
第
一
次
工
業
水
準
案
に
よ
り
許
容
さ
れ
た
平
時
産
業
の

範
囲
内
に
お
け
る
消
費
・
生
産
動
向
（
特
に
輸
出
入
の
具
体
的
な
動
向
）
に
つ
い

て
詳
細
に
記
述
さ
れ
、
各
占
領
地
区
の
経
済
統
合
問
題
、
生
産
物
賠
償
を
め
ぐ
る

連
合
国
間
の
見
解
の
対
立
、
ル
ー
ル
国
際
管
理
問
題
、
フ
ラ
ン
ス
の
ザ
ー
ル
併
合

問
題
、
対
外
通
商
関
係
（
ス
イ
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
等
と
の
通
商
協
定
）
な
ど
の
主
要

問
題
に
つ
い
て
整
理
し
て
解
説
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
現
物
賠
償
の
対
象
・
割
当

に
関
す
る
決
定
及
び
賠
償
の
撤
去
・
搬
出
に
つ
い
て
は
、
個
別
の
施
設
等
に
つ
い

て
の
具
体
的
な
情
報
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
賠
償
問
題
を
政
治
経

済
的
諸
問
題
を
含
め
た
マ
ク
ロ
的
視
点
か
ら
捉
え
つ
つ
、個
別
の
輸
出
入
の
動
向
、

個
々
の
賠
償
対
象
施
設
の
指
定
・
撤
去
に
至
る
ま
で
、
体
系
的
で
詳
細
な
記
述
が

試
み
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
賠
償
庁
調
査
課
「
ド
イ
ツ
賠
償
問
題
の
帰
趨
」（
一
九

四
九
年
四
月
））
11
（

は
、
一
九
四
六
年
三
月
の
第
一
次
工
業
水
準
案
に
よ
る
賠
償
対
象

施
設
の
指
定
か
ら
、
一
九
四
七
年
六
月
の
マ
ー
シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
を
受
け
た
第
二
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次
工
業
水
準
案
に
基
づ
く
指
定
施
設
の
縮
減
に
至
る
経
緯
に
つ
い
て
簡
潔
に
記
述

し
つ
つ
、「
然
ら
は
具
体
的
に
今
ま
で
ど
れ
だ
け
の
工
場
が
賠
償
と
し
て
撤
去
さ

れ
た
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
情
報
が
断
片
的
で
あ
つ
て
、
そ
の
全
ぼ
う
を

捉
え
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、（
中
略
）一
、
六
三
六
工
場
よ
り
七
六
七
工
場
へ
、

更
に
六
○
八
工
場
へ
と
、
ド
イ
ツ
の
賠
償
工
場
は
約
三
分
の
一
に
減
つ
た
と
は
い

え
、
こ
れ
だ
け
の
撤
去
量
は
、
現
実
問
題
と
し
て
は
、
相
当
な
も
の
で
あ
る
と
い

わ
ざ
る
を
得
な
い
。」（
下
線
文
責
者
）
と
し
て
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
現
物
賠
償
の

実
施
の
規
模
の
大
き
さ
を
日
本
の
中
間
賠
償
と
比
較
し
て
強
調
し
て
い
る
。

一
九
四
六
年
一
月
の
パ
リ
賠
償
協
定
に
つ
い
て
は
、
そ
の
全
訳
が
作
成
さ
れ
、

ま
た
、
一
九
四
八
年
九
月
一
四
日
付
け
で
条
約
局
条
約
課
に
よ
る
「
ド
イ
ツ
賠
償

に
関
す
る
連
合
国
間
の
パ
リ
協
定
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
調
書
が
作
成
さ
れ
て
い

る
）
12
（

。
同
調
書
の
序
文
で
は
、「
今
般
右
勧
告
に
か
か
る
協
定
案
の
テ
キ
ス
ト
が
入
手

さ
れ
た
の
で
、
と
り
あ
え
ず
右
協
定
案
の
テ
キ
ス
ト
に
よ
り
、
日
本
の
賠
償
問
題

に
と
つ
て
参
考
に
な
る
と
思
わ
れ
る
主
要
な
諸
点
の
み
を
抜
き
出
し
て
略
述
す
る

こ
と
に
し
た
。
右
協
定
案
の
内
容
は
そ
の
後
に
成
立
し
た
イ
タ
リ
ア
平
和
条
約
等

の
内
容
と
も
大
体
一
致
し
て
居
り
、
連
合
国
側
の
賠
償
問
題
に
対
す
る
考
え
方
を

察
知
す
る
上
に
も
好
資
料
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、
ド

イ
ツ
在
外
資
産
の
処
理
に
つ
い
て
は
、
他
の
敗
戦
国
と
の
間
の
平
和
条
約
（
対
イ

タ
リ
ア
平
和
条
約
）
等
と
の
比
較
を
通
じ
て
、
連
合
国
に
よ
る
日
本
の
在
外
資
産

に
関
す
る
処
理
の
方
針
を
推
測
す
る
記
述
が
あ
り
（
下
記
三
．
㈠
参
照
）、
ま
た
、

賠
償
に
よ
る
免
責
の
範
囲
に
つ
き
、
占
領
費
を
賠
償
に
よ
り
免
責
す
る
旨
が
明
記

さ
れ
て
い
る
（
パ
リ
賠
償
協
定
第
一
編
第
二
条
Ａ
）
こ
と
に
つ
い
て
、
対
日
平
和

条
約
で
の
扱
い
の
観
点
か
ら
注
目
し
て
い
る）
13
（

。

㈡　

占
領
管
理
体
制
の
推
移

連
合
国
の
ド
イ
ツ
占
領
管
理
政
策
に
つ
い
て
は
、
外
務
省
調
査
局
作
成
の
調
書

の
ほ
か
、
米
軍
関
係
者
に
よ
る
報
告
、
有
識
者
に
よ
る
執
筆
物
等
が
所
収
さ
れ
て

い
る）
14
（

が
、
こ
れ
ら
の
情
報
、
資
料
を
集
成
し
た
も
の
と
し
て
、
外
務
省
調
査
局
第

四
課
作
成
「
ド
イ
ツ
占
領
管
理
の
推
移
」（
一
九
五
一
年
二
月
）
が
包
括
的
か
つ
簡

潔
な
記
述
を
提
供
し
て
い
る
（
本
調
書
は
「
連
合
国
の
独
乙
国
管
理
関
係
雑
件
」

第
二
巻
（B

’.1.2.0.1

）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
）。
こ
れ
は
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ

平
和
条
約
が
署
名
さ
れ
た
一
九
五
一
年
に
執
務
参
考
用
に
作
成
さ
れ
た
客
観
的
事

実
の
整
理
に
重
点
を
置
く
調
書
で
あ
り
、
当
時
の
日
本
政
府
の
対
ド
イ
ツ
占
領
管

理
、
欧
州
に
お
け
る
冷
戦
構
造
に
対
す
る
見
方
を
基
礎
付
け
る
も
の
と
し
て
、
貴

重
な
資
料
で
あ
る
。

「
ド
イ
ツ
占
領
管
理
の
推
移
」
は
、
ド
イ
ツ
の
占
領
期
を
四
期
に
分
類
し
て
考

察
し
て
お
り
、
第
一
期
は
ド
イ
ツ
が
降
伏
文
書
に
署
名
し
た
一
九
四
五
年
五
月
か

ら
米
英
占
領
地
域
の
経
済
統
合
が
決
定
さ
れ
た
一
九
四
六
年
一
二
月
ま
で
、
第
二

期
は
米
英
占
領
地
域
に
お
け
る
経
済
統
合
に
よ
り
ド
イ
ツ
の
東
西
分
裂
が
具
体
的

な
形
を
と
り
始
め
た
一
九
四
七
年
一
月
か
ら
ソ
連
の
ボ
イ
コ
ッ
ト
に
よ
り
連
合
国

管
理
理
事
会
が
事
実
上
消
滅
し
た
一
九
四
八
年
三
月
ま
で
、
第
三
期
は
一
九
四
八

年
三
月
か
ら
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
政
府
が
成
立
し
た
一
九
四
九
年
九
月
ま
で
、
第

四
期
は
そ
の
後
の
一
九
五
○
年
末
ま
で
の
時
期
で
あ
る
。

記
述
の
仕
方
と
し
て
は
、具
体
的
な
ド
イ
ツ
占
領
管
理
体
制
の
推
移
に
つ
い
て
、
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連
合
国
間
の
決
定
、
取
極
、
措
置
等
の
重
要
文
書
に
関
し
、
網
羅
的
で
的
確
な
要

約
を
踏
ま
え
て
記
述
さ
れ
て
お
り
、
併
せ
て
、
一
九
四
七
年
に
開
催
さ
れ
た
二
つ

の
外
相
会
議
（
モ
ス
ク
ワ
外
相
会
議
、
ロ
ン
ド
ン
外
相
会
議
）
に
つ
い
て
の
個
別

の
議
題
と
そ
の
対
立
点
に
つ
い
て
の
網
羅
的
な
記
述
、
米
英
占
領
地
域
に
お
け
る

経
済
統
合
か
ら
通
貨
改
革
の
断
行
、
ベ
ル
リ
ン
封
鎖
の
経
緯
に
つ
い
て
の
詳
細
な

記
述
な
ど
、
ド
イ
ツ
の
占
領
管
理
体
制
の
推
移
の
背
景
と
し
て
の
東
西
対
立
の
進

展
・
激
化
の
様
相
に
つ
い
て
、
客
観
的
事
実
に
基
づ
き
バ
ラ
ン
ス
よ
く
記
述
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
ソ
連
の
東
ド
イ
ツ
の
管
理
に
つ
い
て
も
共
産
化
の
流
れ
に
重
点

を
置
い
て
記
述
し
て
い
る
。

原
則
と
し
て
客
観
的
事
実
を
記
述
す
る
こ
と
に
重
点
を
置
い
た
「
ド
イ
ツ
占
領

管
理
の
推
移
」
に
お
い
て
、
唯
一
の
分
析
的
側
面
と
し
て
、「
一
、
ド
イ
ツ
管
理

の
推
移
と
各
国
の
対
独
政
策
」
に
お
け
る
米
英
仏
ソ
各
国
の
対
独
管
理
政
策
に
つ

い
て
の
各
国
固
有
の
事
情
と
国
民
性
を
踏
ま
え
た
記
述
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
、

各
国
独
自
の
対
ド
イ
ツ
管
理
政
策
と
管
理
政
策
全
体
に
お
け
る
各
国
の
役
割
が
的

確
に
分
析
さ
れ
て
い
る
。
米
国
に
つ
い
て
は
、
初
期
の
厳
格
な
占
領
管
理
か
ら
西

ド
イ
ツ
の
経
済
自
立
化
、
育
成
強
化
に
向
か
う
米
国
の
対
ド
イ
ツ
政
策
の
変
遷
に

つ
い
て
、「
西
欧
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
擁
護
者
で
あ
り
又
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
実
践
者

を
も
つ
て
任
ず
る
米
国
が
、
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
特
有
の
現
実
主
義
に
基
い
て
織

り
成
せ
る
一
連
の
具
体
化
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
」
と
し
、他
方
で
「
自

ら
の
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
拘
ら
ず
ソ
連
と
の
対
決
を
せ
ま
ら
れ
て
い
る
」
米
国

の
西
側
防
衛
体
制
の
実
現
・
強
化
を
期
す
る
独
自
の
立
場
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

フ
ラ
ン
ス
の
対
独
政
策
に
つ
い
て
は
、二
度
に
わ
た
る
ド
イ
ツ
の
侵
略
を
踏
ま
え
、

「
常
に
対
独
安
全
保
障
を
確
保
す
る
見
地
よ
り
出
発
し
て
」
い
る
と
し
、
米
英
の

政
策
と
距
離
を
置
き
、
安
全
保
障
の
許
す
限
度
、
西
欧
復
興
・
西
欧
防
衛
の
枠
内

で
西
ド
イ
ツ
の
再
建
を
認
め
る
方
針
で
あ
る
と
し
つ
つ
、
他
方
で
、
東
西
冷
戦
の

激
化
の
中
で
、
現
実
の
政
策
は
次
第
に
変
貌
し
つ
つ
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
分

析
を
加
え
て
い
る
。
英
国
の
対
ド
イ
ツ
管
理
政
策
に
つ
い
て
は
、
英
国
独
自
の
死

活
的
利
益
を
踏
ま
え
た
「
フ
ラ
ン
ス
に
比
べ
て
当
初
よ
り
比
較
的
冷
静
且
つ
極
め

て
現
実
的
」
政
策
で
あ
る
と
し
、「
対
独
問
題
に
関
し
て
は
米
仏
の
中
間
的
立
場
か

ら
両
者
の
妥
協
を
計
り
、
西
欧
の
足
並
み
を
そ
ろ
え
る
に
役
立
つ
て
い
る
」
と
し

て
い
る
。

㈢　

占
領
費
問
題

「
第
二
次
世
界
大
戦
対
独
賠
償
関
係
一
件
」
第
二
巻
（B

’.3.2.0.1

）
所
収
の
も

の
で
、
注
目
す
べ
き
資
料
と
し
て
、
調
査
局
第
四
課
作
成
「
西
独
の
占
領
費
問
題
」

（
一
九
五
一
年
六
月
）
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
占
領
費
は
、
賠
償
政
策
を
実
施

す
る
上
で
重
要
な
考
慮
要
因
で
あ
っ
た
が）
15
（

、「
西
独
の
占
領
費
問
題
」
は
、
西
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
お
け
る
防
衛
問
題
と
西
ド
イ
ツ
の
安
全
保
障
問
題
の
文
脈
の
中
で
、
西

ド
イ
ツ
の
占
領
費
問
題
の
性
格
が
変
容
し
つ
つ
あ
る
点
に
つ
い
て
分
析
が
な
さ
れ

て
い
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
邦
語
文
献
）
16
（

に
お
い
て
も
、「
西
側
連
合
国
に
と
っ
て
占
領

経
費
の
意
味
が
、
ド
イ
ツ
の
脅
威
に
対
す
る
統
制
手
段
か
ら
西
側
の
安
全
保
障
の

な
か
で
の
西
ド
イ
ツ
の
相
応
の
負
担
へ
と
切
り
替
わ
っ
た
」
と
の
説
明
が
な
さ
れ

て
い
る
が
、
当
時
の
外
務
省
調
査
局
の
調
書
に
お
い
て
、
既
に
次
の
よ
う
な
記
述
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が
な
さ
れ
て
い
る
（
傍
線
文
責
者
）。

「
西
欧
連
合
国
側
に
お
い
て
は
昨
年
十
一
月
頃
よ
り
漸
次
駐
独
占
領
軍
を
増
強

し
、
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
の
侵
略
に
備
え
て
西
独
の
安
全
保
障
を
強
化
し
て
お
り
、
外

電
の
伝
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
今
年
夏
ま
で
に
占
領
軍
の
総
数
は
約
一
五
カ
師
団

に
増
強
さ
れ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
占
領
軍
特
に
昨
年
以
来
の

増
援
部
隊
は
、
従
来
の
旧
敵
国
を
占
領
管
理
す
る
目
的
で
駐
屯
し
た
本
来
の
占
領

軍
た
る
性
格
が
薄
く
な
つ
て
お
り
、
現
在
西
欧
国
際
社
会
の
一
員
と
し
て
復
帰
し

つ
ゝ
あ
る
西
独
が
さ
ら
に
再
軍
備
等
に
よ
り
名
実
と
も
に
西
欧
国
際
社
会
防
衛
の

一
翼
を
担
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
駐
屯
連
合
国
軍
は
ま
す
ま
す
友
好
国
の
安
全
保
障

軍
た
る
性
格
を
強
め
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

こ
の
駐
独
占
領
軍
の
性
格
の
変
化
に
伴
い
、
従
来
西
独
側
が
負
担
し
て
来
た
占

領
費
の
性
格
も
変
化
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
西
欧
統
合
軍
の
組

織
も
遠
か
ら
ず
完
了
し
、
そ
れ
に
伴
つ
て
西
欧
諸
国
の
財
政
的
負
担
の
分
配
問
題

も
決
定
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
従
つ
て
西
独
の
占
領
費
問
題
も
早
晩
解
決
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
現
在
が
過
渡
期
で
あ
り
し
か
も
現
実
に
駐
独
軍
が
増
強
さ
れ

つ
ゝ
あ
る
と
こ
ろ
に
占
領
費
問
題
の
複
雑
さ
が
あ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
こ
れ
ま
で

占
領
国
側
か
ら
一
方
的
に
要
求
さ
れ
て
い
た
占
領
費
は
、
西
欧
防
衛
に
対
す
る
西

独
の
負
担
分
担
の
性
格
を
強
め
つ
ゝ
あ
り
、
従
つ
て
こ
の
意
味
に
お
い
て
今
後
の

連
合
国
側
に
よ
る
占
領
費
要
求
に
対
し
西
独
側
が
意
見
を
表
明
す
る
可
能
性
が
生

ず
る
こ
と
と
な
つ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
連
合
国
側
に
お
い
て
も
占
領
軍
の
性
格

が
変
り
つ
ゝ
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
も
の
ゝ
西
独
側
の
見
解
と
の
間
に
未
だ
相

当
の
巾
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。」

当
時
の
我
が
国
は
、
対
日
講
和
会
議
を
控
え
、
主
権
回
復
後
の
米
軍
へ
の
基
地

の
提
供
、
再
軍
備
問
題
に
直
面
し
て
お
り
、
西
ド
イ
ツ
の
安
全
保
障
、
再
軍
備
問

題
に
相
応
の
関
心
を
払
い
、
占
領
費
問
題
に
つ
い
て
も
分
析
が
な
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
う
か
が
え
る
。

注（
8
）「
第
二
次
世
界
大
戦
対
独
賠
償
関
係
一
件
」
第
一
巻
（B

’.3.2.0.1

）
所
収
。

（
9
）
外
務
省
経
済
局
「
連
合
国
の
対
独
賠
償
に
関
す
る
諸
情
報
」（
一
九
四
五
年
一
○
月

三
一
日
）、
外
務
省
経
済
局
「
連
合
国
の
対
独
賠
償
政
策
実
施
の
現
状
概
観
」（
一
九

四
六
年
一
月
二
八
日
）、
外
務
省
総
務
局
経
済
課
「
連
合
国
の
対
独
賠
償
政
策
進
展
の

状
況
（
一
）」（
一
九
四
六
年
六
月
一
○
日
）、
外
務
省
総
務
局
経
済
課
「
連
合
国
の
対

独
賠
償
政
策
進
展
の
状
況
（
二
）」（
一
九
四
六
年
一
○
月
三
○
日
）、
外
務
省
総
務
局

経
済
課
「
連
合
国
の
対
独
賠
償
政
策
進
展
の
状
況
（
三
）」（
一
九
四
六
年
三
月
）。

（
10
）
外
務
省
総
務
局
経
済
課
「
連
合
国
の
対
独
賠
償
政
策
進
展
の
状
況
（
一
）」
は
、序
言
、

第
一
、
連
合
国
の
対
独
賠
償
政
策
の
基
本
的
方
針
、
第
二
、
賠
償
機
関
、
第
三
、
ド

イ
ツ
に
許
容
さ
れ
る
べ
き
平
時
産
業
の
規
模
、
第
四
、
賠
償
の
対
象
、
第
五
、
賠
償

に
関
連
す
る
諸
問
題
、
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

（
11
）「
第
二
次
世
界
大
戦
対
独
賠
償
関
係
一
件
」
第
一
巻
（B

’.3.2.0.1

）
所
収
。

（
12
）
と
も
に
「
第
二
次
世
界
大
戦
対
独
賠
償
関
係
一
件
」
第
一
巻
（B

’.3.2.0.1

）
所
収
。

（
13
）「
連
合
国
間
に
お
い
て
、
占
領
費
を
賠
償
に
よ
つ
て
免
責
す
る
意
向
を
明
示
し
た
協
定

の
あ
る
こ
と
は
、
日
本
の
ば
あ
い
に
つ
い
て
も
注
目
を
要
す
べ
く
、
米
国
が
平
和
条

約
後
の
米
伊
協
定
（
一
九
四
七
・
八
・
一
四
）
に
お
い
て
広
義
の
占
領
費
に
属
す
る

（
七
ヵ
）
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占
領
地
救
済
費
関
係
の
債
権
を
放
棄
し
、
又
イ
タ
リ
ア
国
内
に
お
け
る
米
国
占
領
軍

の
現
地
調
弁
費
ま
で
償
還
し
て
い
る
の
は
、
か
か
る
パ
リ
協
定
の
考
方
の
流
を
く
む

も
の
で
あ
ろ
う
。」

（
14
）「
第
二
次
世
界
大
戦
対
独
賠
償
関
係
一
件
」
第
二
巻
（B

’.3.2.0.1

）
所
収
。

（
15
）
ド
イ
ツ
の
賠
償
（
現
物
賠
償
）
を
計
画
、
実
施
す
る
上
で
、
可
能
な
賠
償
能
力
を
算

定
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
際
、
ド
イ
ツ
人
の
一
定
の
生
活
水
準
の
維
持
を
前
提
に
、

必
要
経
費
と
し
て
の
占
領
費
、
そ
の
他
ロ
ン
ド
ン
債
務
協
定
で
規
律
さ
れ
る
対
外
債

務
の
支
払
い
、
イ
ス
ラ
エ
ル
と
の
協
定
に
は
じ
ま
る
ナ
チ
ス
の
不
法
に
対
す
る
補
償

を
勘
案
し
た
上
で
、
可
能
な
賠
償
額
を
定
め
る
必
要
が
あ
っ
た
。

（
16
）
川
喜
田
敦
子
「
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
西
ド
イ
ツ
賠
償
問
題
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
地
域
秩

序
形
成
」『
法
政
論
集
』
二
六
○
号
（
二
○
一
五
年
）、
一
六
五
、
一
八
三
頁
。

三　

在
外
資
産
処
理

㈠　

概
要

対
ド
イ
ツ
賠
償
の
枠
組
み
に
関
す
る
一
九
四
五
年
二
月
の
ヤ
ル
タ
会
談
及
び
同

年
八
月
二
日
の
ポ
ツ
ダ
ム
協
定
の
定
め
に
よ
り
、
上
述
の
と
お
り
、
対
ド
イ
ツ
賠

償
政
策
は
、
デ
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
及
び
在
外
資
産
の
処
理
に
よ
る
現
物
賠
償
に
よ
る

と
さ
れ
た
。

在
外
資
産
の
具
体
的
な
処
理
に
関
し
て
は
、
一
九
四
六
年
一
月
の
パ
リ
賠
償
協

定
第
一
編
第
六
条
「
ド
イ
ツ
国
の
在
外
資
産
」
で
連
合
国
及
び
中
立
国
に
所
在
す

る
ド
イ
ツ
在
外
資
産
の
処
理
に
つ
い
て
規
定
さ
れ
た
）
18
）（
17
（

。
ま
た
、
旧
枢
軸
国
に
在

る
ド
イ
ツ
在
外
資
産
の
処
理
に
つ
い
て
は
、
個
別
の
平
和
条
約
（
対
イ
タ
リ
ア
平

和
条
約
等
）
で
規
定
が
置
か
れ
た
。
な
お
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
在
る
ド
イ
ツ
在
外

資
産
の
処
理
に
つ
い
て
は
、
連
合
国
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
の
間
の
条
約
に
関
す
る

協
議
の
中
で
別
個
に
検
討
が
な
さ
れ
た
。

ド
イ
ツ
在
外
資
産
の
処
理
関
係
の
文
書
に
つ
い
て
は
、「
第
二
次
世
界
大
戦
対
独

賠
償
関
係
一
件　

在
外
ド
イ
ツ
資
産
処
理
関
係
」（B

’.3.2.0.1-1

）
に
ま
と
め
ら
れ

て
い
る
。
外
務
省
管
理
局
経
済
課
「
ド
イ
ツ
在
外
資
産
の
処
理
問
題
」（
一
九
四
七

年
七
月
））
19
（

は
、
ド
イ
ツ
在
外
資
産
の
種
類
、
対
独
賠
償
問
題
に
つ
い
て
の
同
盟
国

の
処
理
方
針
、
ド
イ
ツ
在
外
資
産
に
対
す
る
同
盟
国
の
処
分
権
、
連
合
国
・
枢
軸

国
・
中
立
国
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
所
在
す
る
ド
イ
ツ
在
外
資
産
の
処
理
に
つ
い
て

簡
潔
に
記
述
し
て
い
る
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
在
外
資
産
に
対
す
る
関
係
国
の
請
求
権

の
競
合
を
規
整
す
る
協
定
に
関
す
る
文
書
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
イ
タ

リ
ア
、
ス
イ
ス
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
米
国
、
タ
イ
に
所
在
す
る
ド
イ
ツ
在
外
資
産

の
処
理
に
関
す
る
公
電
そ
の
他
の
個
別
の
文
書
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
パ
リ
賠
償
協
定
で
の
ド
イ
ツ
在
外
資
産
の
処
理
に
関
す
る
規
定
に
つ
い

て
は
、
上
記
の
条
約
局
条
約
課
「
ド
イ
ツ
賠
償
に
関
す
る
連
合
国
間
の
パ
リ
協
定

に
つ
い
て
」（
一
九
四
八
年
九
月
一
四
日
））
20
（

で
、
次
の
と
お
り
、
対
イ
タ
リ
ア
平
和

条
約
等
と
の
比
較
を
通
じ
て
、
連
合
国
に
よ
る
日
本
の
在
外
資
産
に
関
す
る
処
理

の
方
針
を
推
測
す
る
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
（
傍
線
文
責
者
）。

「
三
、
連
合
国
所
在
ド
イ
ツ
資
産
の
配
分

（
一
）
先
ず
注
意
す
べ
き
は
（
イ
）
連
合
国
所
在
ド
イ
ツ
資
産
が
再
び
ド
イ
ツ
資
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産
と
な
ら
な
い
よ
う
に
関
係
連
合
国
に
お
い
て
、
こ
れ
を
処
分
し
（
ロ
）
そ
の
純

資
産
を
右
連
合
国
の
賠
償
勘
定
に
借
記
す
る
こ
と
で
あ
る
。（
イ
）
イ
タ
リ
ア
平

和
条
約
の
ば
あ
い
に
お
い
て
も
各
同
盟
連
合
国
が
自
国
内
の
イ
タ
リ
ア
資
産
を
処

分
し
、
こ
れ
を
対
伊
請
求
権
の
満
足
に
充
当
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
在
外
財
産
を
端
的
に
賠
償
と
し
て
取
上
げ
る
考
え
方
で
な
く
、
平
和
条
約

の
他
の
条
項
で
決
ま
つ
て
い
る
諸
種
の
請
求
権
の
担
保
と
し
て
利
用
す
る
考
え
方

で
あ
り
、
し
た
が
つ
て
右
の
充
当
の
後
余
剰
が
あ
れ
ば
イ
タ
リ
ア
に
返
還
さ
れ
る

建
前
に
な
つ
て
居
り
（
第
七
十
九
条
）、
更
に
平
和
条
約
後
イ
タ
リ
ア
が
米
、
英
、

仏
、
華
諸
国
と
結
ん
だ
協
定
を
見
る
と
実
際
の
取
扱
は
一
層
寛
大
で
あ
り
、
イ
タ

リ
ア
は
大
体
右
同
盟
連
合
国
の
財
産
を
処
分
さ
れ
る
こ
と
な
し
に
返
還
さ
れ
て
い

る
。
ド
イ
ツ
の
ば
あ
い
は
再
び
ド
イ
ツ
人
の
所
有
管
理
に
帰
さ
な
い
こ
と
が
要
請

さ
れ
て
い
る
の
は
、
著
し
い
対
照
を
な
す
も
の
で
あ
る
が
、
日
本
の
ば
あ
い
も
、

大
体
此
の
ド
イ
ツ
の
フ
オ
ー
ミ
ユ
ラ
に
よ
ら
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。（
ロ
）
次
に
賠

償
と
し
て
取
ら
れ
る
と
い
う
点
も
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
前
項
に
述

べ
た
通
り
イ
タ
リ
ア
平
和
条
約
の
ば
あ
い
の
考
え
方
と
対
照
を
な
す
の
み
な
ら

ず
、
中
国
等
に
お
い
て
同
国
所
在
日
本
資
産
は
侵
略
財
と
し
て
賠
償
勘
定
の
埒
外

の
項
目
と
し
、
そ
れ
だ
け
他
の
項
目
に
よ
る
賠
償
配
分
の
増
加
を
主
張
し
よ
う
と

す
る
見
解
が
一
部
に
行
わ
れ
て
い
る
と
の
情
報
も
あ
る
折
か
ら
、
注
目
に
値
し
よ

う
。
日
本
の
ば
あ
い
は
極
東
委
員
会
に
お
い
て
は
在
外
財
産
処
理
に
関
す
る
関
係

国
の
意
見
が
一
致
せ
ず
、結
局
一
九
四
七
年
六
月
の
対
日
基
本
政
策
に
お
い
て
も
、

同
決
定
の
賠
償
条
項
は
日
本
の
在
外
資
産
に
関
す
る
各
国
政
府
の
見
解
を
害
し
な

い
こ
と
と
せ
ら
れ
た
が
、
此
の
ド
イ
ツ
方
式
よ
り
も
更
に
不
利
な
扱
に
な
る
こ
と

は
先
ず
な
い
と
見
得
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。」

〔
中
略
〕

「
四
、
中
立
国
所
在
の
ド
イ
ツ
人
の
財
産

中
立
国
に
あ
る
ド
イ
ツ
人
の
財
産
も
賠
償
に
取
ら
れ
る
（
第
六
条
Ｃ
）。
こ
れ
は

従
来
の
戦
後
処
理
に
は
見
ら
れ
な
か
つ
た
例
で
あ
り
、
又
イ
タ
リ
ア
平
和
条
約
に

も
見
ら
れ
な
い
例
で
あ
る
。
右
に
つ
い
て
は
関
係
中
立
国
と
取
極
を
結
ぶ
こ
と
に

な
つ
て
居
り
、
こ
れ
に
基
き
、
既
に
ス
イ
ス
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ス
ペ
イ
ン
と
取

極
が
成
立
し
て
い
る
。
な
お
中
立
国
内
財
産
の
配
分
に
用
い
ら
れ
る
比
率
は
甲
類

の
比
率
で
あ
る
（
第
一
条
Ｃ
）。」

㈡　

連
合
国
に
よ
る
ド
イ
ツ
在
外
資
産
の
処
分
権
能

敵
国
内
に
あ
る
自
国
の
資
産
（
財
産
、権
利
及
び
利
益
）
の
扱
い
に
つ
い
て
は
、

第
一
次
世
界
大
戦
後
の
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
そ
の
他
の
平
和
条
約
に
よ
り
、
相
互

主
義
が
否
定
さ
れ
、
敗
戦
国
の
戦
勝
国
内
の
資
産
は
、
敗
戦
国
内
に
あ
る
戦
勝
国

国
民
の
資
産
が
受
け
た
損
害
の
賠
償
に
つ
い
て
優
先
的
に
充
当
さ
れ
る
な
ど
、
不

利
な
扱
い
を
受
け
る
に
至
っ
た
。
さ
ら
に
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
ド
イ
ツ
在
外

資
産
の
処
理
に
お
い
て
は
、
連
合
国
（
戦
勝
国
）
に
所
在
す
る
ド
イ
ツ
在
外
資
産

を
賠
償
と
し
て
処
理
す
る
と
と
も
に
、
パ
リ
賠
償
協
定
で
は
、
中
立
国
に
所
在
す

る
ド
イ
ツ
在
外
資
産
に
つ
い
て
も
連
合
国
に
こ
れ
を
処
理
す
る
一
定
の
権
能
が
付

与
さ
れ
て
い
る
（
第
六
条
（
Ｃ
）（
注
17
参
照
））。

こ
う
し
た
連
合
国
の
ド
イ
ツ
在
外
資
産
の
処
分
権
能
に
つ
い
て
、
外
務
省
管
理

局
経
済
課
「
ド
イ
ツ
在
外
資
産
の
処
理
問
題
」（
一
九
四
七
年
七
月
）
は
、
ド
イ
ツ
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の
降
伏
に
伴
う
ナ
チ
ス
政
権
の
崩
壊
に
よ
る
ド
イ
ツ
中
央
政
府
の
不
存
在
に
よ
り

連
合
国
が
掌
握
し
た
と
す
る
ド
イ
ツ
に
対
す
る
最
高
権
力（suprem

e authority

））
21
（

に
言
及
し
て
、
次
の
と
お
り
記
述
し
て
い
る
（
傍
線
文
責
者
）。

「
ド
イ
ツ
の
公
有
及
び
私
有
財
産
を
処
分
す
る
同
盟
国
の
権
能
は
二
様
に
考
へ
ら

れ
る
。

第
一
は
占
領
軍
が
占
領
法
規
に
基
い
て
占
領
地
域
内
の
財
産
を
処
理
し
得
る
と

す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
は
一
定
の
限
度
が
あ
る
の
で
あ
つ
て
同
盟
国

が
現
在
こ
の
限
度
以
上
に
出
て
い
な
い
か
は
問
題
で
あ
る
も
の
の
、原
則
と
し
て
、

こ
の
限
度
以
上
に
は
出
で
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
つ
て
い
る
。

第
二
は
占
領
地
域
内
だ
け
で
な
く
、
中
立
国
に
あ
る
敵
国
財
産
に
つ
い
て
も
一

定
の
処
分
権
が
あ
る
と
同
盟
国
は
主
張
し
て
い
る
。
そ
れ
は
同
盟
国
は
ド
イ
ツ
に

対
し
て
最
高
権
能
を
有
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
ス
イ
ス
に
あ
る
独
逸

財
産
に
つ
い
て
一
九
四
六
年
五
月
二
十
五
日
仏
、
英
、
米
三
同
盟
国
と
ス
イ
ス
間

に
成
立
し
た
協
定
に
よ
つ
て
具
体
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

即
ち
、
同
盟
国
は
一
九
四
五
年
五
月
八
日
無
条
件
降
伏
文
書
の
調
印
、
及
び
そ

の
直
後
六
月
五
日
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
最
高
権
能
確
立
に
関
す
る
同
盟
国
宣
言
の

主
旨
に
基
い
て
、ド
イ
ツ
に
国
家
権
能
を
行
う
中
央
政
府
又
は
権
能
が
な
い
の
で
、

同
盟
国
が
ド
イ
ツ
の
最
高
権
者
で
あ
り
、
そ
の
故
に
ド
イ
ツ
国
内
及
び
国
外
の
ド

イ
ツ
財
産
に
対
し
て
ド
イ
ツ
国
家
の
有
し
て
い
た
権
能
を
行
使
す
る
も
の
で
あ
る

と
解
し
て
い
る
。」

㈢　

ド
イ
ツ
在
外
資
産
に
対
す
る
競
合
請
求
権
の
解
決
に
関
す
る
協
定

ド
イ
ツ
在
外
資
産
に
対
す
る
関
係
国
間
の
請
求
権
の
競
合
に
つ
い
て
、
一
九

四
七
年
一
二
月
五
日
、「
ド
イ
ツ
敵
産
に
対
す
る
請
求
権
の
解
決
に
関
す
る
協
定

（A
greem

ent R
elating to the R

esolution of C
onflicting C

laim
s to 

Germ
an Enem

y A
ssets

）」（
ブ
ラ
ッ
セ
ル
協
定
）
が
署
名
さ
れ
て
い
る）
22
（

。

本
協
定
は
、
ポ
ツ
ダ
ム
協
定
及
び
パ
リ
賠
償
協
定
に
基
づ
く
連
合
国
の
ド
イ
ツ

在
外
資
産
に
対
す
る
請
求
権
の
競
合
を
解
決
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ

り
、
証
券
、
通
貨
、
金
融
機
関
の
預
金
、
企
業
の
出
資
に
関
し
、
ド
イ
ツ
人
の
所

有
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
、
複
数
の
国
が
関
係
す
る
場
合
（
例
え
ば
、
甲
国
内
の

団
体
又
は
個
人
が
発
行
し
た
証
券
で
ド
イ
ツ
人
の
所
有
に
帰
す
る
も
の
で
、
そ
の

証
券
が
乙
国
に
あ
る
場
合
）
の
当
該
複
数
の
国
の
間
の
請
求
権
の
規
整
を
定
め
る

も
の
で
あ
る
。

同
協
定
第
六
条
は
、
パ
リ
賠
償
協
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
連
合
国
間
賠
償
機
関

（IA
RA

）
の
加
盟
国
で
な
く
て
も
同
協
定
の
効
力
発
生
後
九
か
月
の
期
間
内
に

同
協
定
に
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
規
定
が
あ
り
、ベ
ル
ギ
ー
国
政
府
か
ら
、

一
九
五
一
年
八
月
一
七
日
付
け
在
京
ベ
ル
ギ
ー
国
外
交
使
節
団
発
外
務
省
宛
口
上

書
を
も
っ
て
、
我
が
国
に
対
し
加
入
の
打
診
が
な
さ
れ
た
経
緯
が
あ
る）
23
（

。

こ
れ
に
対
し
、外
務
省
条
約
局
条
約
課
よ
り
同
局
法
規
課
及
び
大
蔵
省
に
対
し
、

同
協
定
へ
の
我
が
国
の
加
入
の
実
益
に
つ
い
て
研
究
を
依
頼
し
、
回
答
が
収
録
さ

れ
て
い
る）
24
（

。
結
果
と
し
て
、
日
本
国
に
所
在
す
る
ド
イ
ツ
財
産
は
サ
ン
フ
ラ
ン
シ

ス
コ
平
和
条
約
第
二
○
条
に
よ
り
米
、
英
、
仏
に
帰
属
す
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、

日
本
国
及
び
日
本
国
民
の
ド
イ
ツ
財
産
に
対
す
る
請
求
権
は
同
平
和
条
約
第
一
九

条
（
ｃ
）
に
よ
り
原
則
と
し
て
放
棄
さ
れ
、
放
棄
さ
れ
な
い
も
の
に
つ
い
て
も
連
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合
国
及
び
中
立
国
並
び
に
旧
枢
軸
国
に
所
在
す
る
も
の
は
同
平
和
条
約
第
一
四

条
、
第
一
六
条
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
処
分
、
引
渡
し
の
対
象
と
な
る
こ
と
か
ら
、
我

が
国
が
ブ
ラ
ッ
セ
ル
協
定
に
加
入
す
る
実
益
は
極
め
て
少
な
く
、
加
入
の
必
要
は

な
い
と
の
趣
旨
の
結
論
が
示
さ
れ
て
い
る
。

㈣　

中
立
国
と
の
間
の
協
定

中
立
国
に
所
在
す
る
ド
イ
ツ
在
外
資
産
に
つ
い
て
は
、
パ
リ
賠
償
協
定
に
基
づ

き
、
米
英
仏
三
か
国
が
中
立
国
と
個
別
に
協
定
を
締
結
し
、
中
立
国
の
権
限
で
こ

れ
を
精
算
、
処
分
し
、
売
得
金
を
連
合
国
間
賠
償
機
関
（IA
RA

）
に
提
供
す
る

こ
と
と
さ
れ
（
第
六
条
（
Ｃ
））、
個
別
に
協
定
が
締
結
さ
れ
た
。
米
英
仏
と
ス
イ

ス
と
の
間
で
締
結
さ
れ
た
「
ス
イ
ス
に
お
け
る
ド
イ
ツ
資
産
の
処
分
に
関
す
る
一

方
フ
ラ
ン
ス
、
連
合
国
及
び
合
衆
国
政
府
と
他
方
ス
イ
ス
政
府
と
の
間
の
協
定
」

（
い
わ
ゆ
る
ワ
シ
ン
ト
ン
協
定
）、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と
の
間
で
締
結
さ
れ
た
「
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
国
に
あ
る
ド
イ
ツ
人
の
資
産
に
関
す
る
連
合
国
政
府
と
ス
ウ
ェ
ー
デ

ン
国
政
府
と
の
間
の
了
解
事
項
」
が
「
第
二
次
世
界
大
戦
対
独
賠
償
関
係
一
件　

在
外
ド
イ
ツ
資
産
処
理
関
係
」（B

’.3.2.0.1-1

）
に
所
収
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

協
定
で
は
、
例
え
ば
ス
イ
ス
と
の
間
の
協
定
で
は
、
ド
イ
ツ
在
住
の
ド
イ
ツ
人
の

在
ス
イ
ス
資
産
の
み
が
対
象
と
さ
れ
、
在
ス
イ
ス
の
ド
イ
ツ
人
資
産
に
つ
い
て
は

ス
イ
ス
は
こ
れ
を
賠
償
に
当
て
る
こ
と
を
全
面
的
に
拒
否
し
て
お
り
、
ス
ウ
ェ
ー

デ
ン
と
の
間
の
了
解
事
項
で
は
、
在
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
・
ド
イ
ツ
資
産
を
精
算
し
た

額
か
ら
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
あ
る
種
の
請
求
権
を
差
し
引
い
た
残
額
を
、IA

RA

へ

の
提
供
で
な
く
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
国
立
銀
行
の
特
別
勘
定
に
計
上
し
、
特
定
の
目

的
の
た
め
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
な
ど
、
パ
リ
賠
償
協
定
第
六
条

（
Ｃ
）
の
趣
旨
と
は
異
な
る
取
極
が
な
さ
れ
て
い
る）
25
（

。

一
九
五
二
年
及
び
一
九
五
四
年
の
ボ
ン
・
パ
リ
諸
条
約
に
お
け
る
移
行
条
約
で

は
、
西
ド
イ
ツ
政
府
は
、
残
余
の
ド
イ
ツ
在
外
資
産
を
取
り
戻
す
交
渉
の
余
地
が

認
め
ら
れ
、
中
立
国
と
の
間
で
も
協
定
を
締
結
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
）
27
）（
26
（

。

ス
イ
ス
に
在
る
ド
イ
ツ
在
外
資
産
に
関
し
て
は
、
西
ド
イ
ツ
と
の
間
で
「
ス
イ

ス
に
お
け
る
ド
イ
ツ
資
産
に
関
す
る
ス
イ
ス
連
邦
と
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
と
の
間

の
協
定
」
が
一
九
五
二
年
八
月
二
六
日
に
ボ
ン
で
署
名
さ
れ）
28
（

、
ス
イ
ス
と
米
英
仏

三
か
国
と
の
間
で「
ス
イ
ス
に
お
け
る
ド
イ
ツ
資
産
に
関
す
る
ス
イ
ス
と
合
衆
国
、

フ
ラ
ン
ス
及
び
連
合
王
国
と
の
間
の
協
定
」
が
一
九
五
二
年
八
月
二
八
日
に
ベ
ル

ン
で
署
名
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
協
定
に
基
づ
き
、
西
ド
イ
ツ
が
米
英
仏
三
か
国
に

一
定
額
を
支
払
う
こ
と
に
よ
り
、
在
ス
イ
ス
・
ド
イ
ツ
資
産
は
原
則
と
し
て
ド
イ

ツ
人
所
有
者
に
返
還
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
）
30
）（
29
（

。

ポ
ル
ト
ガ
ル
に
在
る
ド
イ
ツ
在
外
資
産
に
関
し
て
は
、
一
九
四
七
年
に
ポ
ル
ト

ガ
ル
と
連
合
国
と
の
間
で
関
連
の
協
定
が
締
結
さ
れ
た
が
、
西
ド
イ
ツ
と
ポ
ル
ト

ガ
ル
と
の
間
で
一
九
五
六
年
秋
以
降
交
渉
が
続
け
ら
れ
、一
九
五
八
年
四
月
三
日
、

一
九
四
七
年
の
協
定
の
廃
止
を
発
効
要
件
と
す
る
、
約
四
○
○
○
万
か
ら
五
○
○

○
万
マ
ル
ク
の
西
ド
イ
ツ
資
産
の
返
還
、
及
び
西
ド
イ
ツ
の
商
標
権
等
の
復
活
を

内
容
と
す
る
協
定
が
リ
ス
ボ
ン
で
署
名
さ
れ
た）
31
（

。
そ
の
他
、ス
ペ
イ
ン
、ス
ウ
ェ
ー

デ
ン
と
い
っ
た
中
立
国
と
の
間
で
も
関
連
の
協
定
が
締
結
さ
れ
た）
32
（

。
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注（
17
）
第
六
条
Ａ
「
各
署
名
国
政
府
は
、
自
己
の
選
ぶ
手
続
に
従
つ
て
、
自
己
の
管
轄
権
内

に
あ
る
ド
イ
ツ
人
た
る
敵
の
資
産
を
、
そ
れ
が
ド
イ
ツ
人
の
所
有
又
は
管
理
に
復
帰

す
る
こ
と
を
防
止
す
る
よ
う
な
方
法
に
よ
つ
て
、
保
有
す
る
か
又
は
処
分
し
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
且
つ
、
自
己
の
賠
償
配
分
の
借
方
に
右
の
資
産
（
累
積
し
た
租
税
、
質
権
、

管
理
費
用
、
特
殊
の
品
目
に
対
す
る
他
の
物
上
負
担
及
び
右
資
産
の
ド
イ
ツ
人
た
る

旧
所
有
者
に
対
す
る
契
約
に
基
く
正
当
な
請
求
権
を
差
し
引
い
た
純
収
入
）
を
記
入

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

同
条
Ｃ
「
ド
イ
ツ
国
と
の
戦
争
に
お
い
て
中
立
を
維
持
し
た
諸
国
内
の
ド
イ
ツ
人
資

産
は
、
フ
ラ
ン
ス
国
、
連
合
王
国
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
が
右
中
立
国
と
の
間
に
商

議
す
る
取
極
に
従
い
こ
れ
ら
の
国
の
権
限
に
従
つ
て
ド
イ
ツ
人
の
所
有
又
は
管
理
か

ら
引
き
離
さ
れ
、
且
つ
清
算
さ
れ
る
か
又
は
処
分
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
清
算

又
は
処
分
か
ら
の
純
売
得
金
は
、
賠
償
勘
定
上
の
分
配
の
た
め
に
同
盟
国
間
の
賠
償

機
関
に
提
供
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

（
18
）
併
せ
て
、パ
リ
賠
償
会
議
最
終
議
定
書
に
含
ま
れ
る
「
会
議
に
よ
る
全
会
一
致
の
決
議
」

に
お
い
て
、
中
立
国
に
あ
る
ド
イ
ツ
人
の
資
産
を
絶
滅
す
る
正
義
及
び
国
際
安
全
保

障
政
策
上
の
理
由
を
中
立
国
が
承
認
す
る
よ
う
占
領
国
及
び
会
議
参
加
国
が
中
立
国

を
説
得
す
る
旨
の
議
決
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（
19
）
本
調
書
は
、
一
九
四
七
年
六
月
二
六
日
か
ら
七
月
五
日
ま
で
時
事
通
信
に
記
載
さ
れ

た
「
い
は
ゆ
る
ド
イ
ツ
在
外
資
産
問
題
」
よ
り
必
要
な
と
こ
ろ
を
摘
録
し
た
も
の
で

あ
る
。

（
20
）「
第
二
次
世
界
大
戦
対
独
賠
償
関
係
一
件
」
第
一
巻
（B

’.3.2.0.1

）
所
収
。

（
21
）
一
九
四
五
年
六
月
五
日
の
ベ
ル
リ
ン
宣
言
（
ド
イ
ツ
の
敗
北
及
び
連
合
国
に
よ
る
最

高
権
力
の
掌
握
に
関
す
る
宣
言
）
前
文
パ
ラ
五
「T

he Governm
ents of the U

nited 

States of A
m
erica, the U

nion of Soviet Socialist Republic and the U
nited 

K
ingdom

, and the Provisional G
overnm

ent of the F
rench R

epublic, 

hereby assum
e suprem

e authority w
ith respect to Germ

any, including 

all the pow
ers possessed by the G

erm
an G

overnm
ent, the H

igh 

Com
m
and and any state, m

unicipal, or local governm
ent or authority. 

T
he assum

ption, for the purposes stated above, of the said authority and 

pow
ers does not aff ect the annexation of Germ

any.

」

（
22
）
外
務
省
「
条
約
集
」
第
二
十
九
集
第
九
十
七
巻
（
一
九
五
一
年
一
一
月
編
集
）
所
収
（
仏

文
及
び
英
文
）（
以
下
の
本
文
に
述
べ
る
経
緯
に
よ
り
ベ
ル
ギ
ー
政
府
か
ら
送
ら
れ
た

認
証
謄
本
に
よ
る
と
さ
れ
る
。）。
同
協
定
に
つ
い
て
は
、
一
九
四
九
年
二
月
三
日
に

追
加
議
定
書
（A

dditional Protocol

）
が
署
名
さ
れ
、
加
え
て
、
一
九
五
○
年
五
月

一
○
日
に
第
二
追
加
補
足
議
定
書
（Second A

dditional Supplem
entary Protocol

）

が
署
名
さ
れ
、さ
ら
に
、一
九
五
一
年
一
月
二
四
日
に
第
三
追
加
補
足
議
定
書
（T

hird 

A
dditional Supplem

entary Protocol

）
が
署
名
さ
れ
て
い
る
。

（
23
）
同
口
上
書
本
文
２
．
は
、「
一
九
四
七
年
一
二
月
五
日
付
け
の
協
定
の
第
六
条
に
よ
れ

ば
、
連
合
国
間
賠
償
機
関
（IA

RA

）
の
加
盟
国
で
な
い
政
府
は
、
こ
の
国
際
協
定
の

効
力
発
生
後
九
箇
月
の
期
間
内
に
こ
の
協
定
に
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
九
四

　
　
　

七
年
一
二
月
五
日
付
け
の
協
定
は
、
一
九
五
一
年
一
月
二
四
日
以
後
有
効
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
加
入
の
た
め
に
定
め
ら
れ
た
期
間
は
、
一
九
五
一
年
一
○
月
二
四
日
に
満

了
す
る
こ
と
に
な
る
。（A

ccording to article 6 of the agreem
ent of D

ecem
ber 
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5, 1947, the G
overnm

ents w
ho are not m

em
ber of the Interallied 

Reparations A
gency m

ay adhere to this international act w
ithin a period 

of 9 m
onths from

 its com
ing into force. T

he agreem
ent of D

ecem
ber 5, 

1947, is eff ective since January 24, 1951. T
he period set for the adhesion 

w
ill consequently expire on O

ctober 24, 1951.

）」
と
し
て
、
我
が
国
の
加
入

を
打
診
し
て
い
る
。

（
24
）
舟
山
正
吉
大
蔵
事
務
次
官
発
井
口
貞
夫
外
務
事
務
次
官
宛
官
房
秘
令
第
三
五
号
「
千
九

百
四
十
七
年
十
二
月
五
日
に
署
名
さ
れ
た
ド
イ
ツ
敵
産
へ
の
競
合
す
る
請
求
権
の
解

決
に
関
す
る
ブ
ラ
ッ
セ
ル
協
定
へ
の
加
入
招
請
の
件
に
つ
い
て
」（
一
九
五
一
年
一
○

月
一
八
日
）、条
約
局
法
規
課「
ブ
ラ
ッ
セ
ル
協
定
へ
の
加
入
招
請
の
件
に
つ
い
て
」（
一

九
五
一
年
一
○
月
一
九
日
）。
い
ず
れ
も
「
第
二
次
世
界
大
戦
対
独
賠
償
関
係
一
件　

在
外
ド
イ
ツ
資
産
処
理
関
係
」（B

’.3.2.0.1-1

）
所
収
。

（
25
）「
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
第
十
六
条
の
実
施
に
関
連
す
る
若
干
の
問
題
に
つ
い

て
」（
一
九
五
二
年
一
○
月
一
○
日
、
条
三
）（「
第
二
次
世
界
大
戦
対
独
賠
償
関
係
一

件　

在
外
ド
イ
ツ
資
産
処
理
関
係
」（B

’.3.2.0.1-1

））
は
、
中
立
国
及
び
旧
枢
軸
国
に

所
在
す
る
日
本
国
及
び
日
本
国
民
の
資
産
の
処
理
（
国
際
赤
十
字
社
へ
の
引
渡
し
、

精
算
、
分
配
）
を
規
定
す
る
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
第
十
六
条
の
実
施
に
際

し
て
、
平
和
条
約
当
事
国
以
外
の
国
（
中
立
国
及
び
敗
戦
国
の
同
盟
国
等
）
に
あ
る

敗
戦
国
国
民
の
資
産
の
取
扱
い
に
関
す
る
先
例
と
し
て
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
、
対

イ
タ
リ
ア
平
和
条
約
、
第
二
次
大
戦
後
の
ド
イ
ツ
人
資
産
の
処
分
を
比
較
・
検
討
し
、

連
合
国
と
ス
イ
ス
及
び
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と
の
間
の
上
記
の
取
極
に
お
け
る
パ
リ
賠
償

協
定
の
関
連
規
定
と
の
乖
離
等
に
言
及
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、「
二　

サ
ン
フ
ラ
ン

シ
ス
コ
平
和
条
約
第
一
六
条
に
関
す
る
若
干
の
法
規
問
題
（
一
）
本
条
成
立
の
経
緯
」

の
箇
所
で
、「
本
条
の
規
定
は
、
当
初
伝
え
ら
れ
た
対
日
平
和
条
約
案
に
は
な
か
つ
た

が
、
結
局
連
合
国
会
議
の
上
正
式
草
案
と
し
て
日
本
に
渡
さ
れ
た
も
の
の
な
か
に
挿

入
さ
れ
て
い
た
。本
件
資
産
の
処
分
、こ
と
に
中
立
国
に
あ
る
日
本
人
資
産
の
清
算
は
、

前
記
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
、
対
イ
タ
リ
ア
条
約
に
も
な
く
、
全
く
前
代
未
聞
の
規
定

で
あ
り
、
第
二
次
大
戦
後
の
対
独
資
産
処
分
に
つ
い
て
も
、
連
合
国
の
意
図
は
実
現

さ
れ
て
な
い
次
第
で
あ
る
か
ら
、
連
合
国
側
に
お
い
て
再
考
慮
あ
り
た
い
旨
は
日
米

の
事
前
交
渉
に
お
い
て
、
わ
が
方
が
特
に
強
調
し
た
と
こ
ろ
で
あ
つ
た
。
こ
れ
に
対

し
て
ア
メ
リ
カ
側
は
右
資
産
は
現
に
連
合
国
に
よ
つ
て
管
理
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
、

右
連
合
国
の
う
ち
に
は
ソ
連
等
も
含
ま
れ
て
お
り
、
実
際
問
題
と
し
て
日
本
側
の
希

望
を
実
現
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
こ
と
等
の
理
由
に
よ
り
日
本
側
の
要
望
を
拒
否

し
た
も
の
で
あ
る
。
右
ア
メ
リ
カ
側
の
態
度
は
イ
ギ
リ
ス
の
強
硬
な
主
張
に
負
う
と

こ
ろ
が
大
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
26
）
ド
イ
ツ
在
外
資
産
の
返
還
に
関
し
て
は
、
同
移
行
条
約
に
よ
り
、
連
合
国
間
賠
償
機

関
（IA

RA

）
加
盟
国
及
び
非
加
盟
国
と
の
間
で
も
交
渉
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、

一
定
の
成
果
を
上
げ
て
い
る
。
な
お
、
米
国
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
在
米
ド
イ
ツ

資
産
の
返
還
の
取
組
は
成
功
裏
に
は
推
移
し
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
ア
イ
ゼ
ン
ハ

ワ
ー
政
権
は
、
一
九
五
八
年
三
月
、
一
九
六
○
年
末
ま
で
に
一
万
米
ド
ル
ま
で
の
少

額
財
産
の
返
還
な
ど
を
提
案
し
た
が
、
ド
イ
ツ
連
邦
政
府
は
、
更
な
る
返
還
を
望
み
、

こ
の
提
案
に
同
意
せ
ず
、
ケ
ネ
デ
ィ
ー
政
権
へ
の
交
代
を
期
し
た
が
、
同
政
権
は
在

米
ド
イ
ツ
資
産
に
関
す
る
協
議
を
最
終
的
に
打
ち
切
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ア

イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
政
権
下
の
本
件
に
関
す
る
米
独
間
の
や
り
と
り
、
米
独
国
内
の
動
向
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に
つ
い
て
は
、
在
ド
イ
ツ
上
田
常
光
臨
時
代
理
大
使
発
藤
山
愛
一
郎
外
務
大
臣
宛
一

九
五
八
年
七
月
八
日
付
公
信
独
第
五
○
五
号
「
在
米
西
独
財
産
の
返
還
問
題
に
つ
き

報
告
の
件
」（「
第
二
次
世
界
大
戦
対
独
賠
償
関
係
一
件　

在
外
ド
イ
ツ
資
産
処
理
関

係
」（B
’.3.2.0.1-1

））
に
詳
し
い
。

（
27
）
ま
た
、
タ
イ
に
在
る
ド
イ
ツ
在
外
資
産
に
関
し
て
は
、
在
ド
イ
ツ
成
田
勝
四
郎
大
使

発
小
坂
善
太
郎
外
務
大
臣
宛
一
九
六
二
年
二
月
一
七
日
付
公
信
独
第
一
三
四
号
「
在

タ
イ
旧
ド
イ
ツ
資
産
の
返
還
に
関
す
る
件
」
が
次
の
よ
う
に
報
告
し
て
い
る
。「
客
年

一
二
月
二
六
日
亜
西
第
四
五
二
号
に
関
し
、
西
独
外
務
省
に
問
合
せ
た
結
果
、
現
在

ま
で
に
判
明
せ
る
と
こ
ろ
左
の
通
り
。
１
．
タ
イ
政
府
は
一
九
六
○
年
九
月
二
八
日

西
独
に
対
し
、
旧
ド
イ
ツ
大
使
館
土
地
建
物
を
返
還
し
た
。
２
．
在
タ
イ
ド
イ
ツ
民

間
資
産
は
一
九
四
五
年
九
月
一
三
日
法
律
に
よ
り
接
収
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
旧
所
有

者
は
該
当
財
産
の
管
理
に
要
し
た
費
用
を
支
払
う
こ
と
を
条
件
と
し
て
旧
財
産
を
再

び
取
得
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
ド
イ
ツ
人
財
産
中
右
に
よ
り
再
び
旧

所
有
者
に
帰
属
せ
る
も
の
以
外
は
競
売
に
付
さ
れ
、
そ
の
清
算
総
額
三
一
○
万
バ
ー

ツ
は
連
合
軍
賠
償
部
（Inter-A
llied Reparation A

gency

）
に
納
付
さ
れ
た
趣
で

あ
る
。
３
．
な
お
、
上
記
の
点
に
関
し
更
に
詳
細
判
明
次
第
報
告
す
る
。」

（
28
）
邦
語
訳
が
作
成
さ
れ
、「
第
二
次
世
界
大
戦
対
独
賠
償
関
係
一
件　

在
外
ド
イ
ツ
資
産

処
理
関
係
」（B

’.3.2.0.1-1

）
に
所
収
さ
れ
て
い
る
。

（
29
）
そ
の
際
、
開
設
さ
れ
る
決
済
補
償
勘
定
に
ド
イ
ツ
人
所
有
者
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
所
有
資

産
額
に
応
じ
所
定
の
額
が
拠
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

（
30
）
こ
れ
ら
の
協
定
を
報
告
す
る
在
ス
イ
ス
萩
原
徹
公
使
発
岡
崎
勝
男
外
務
大
臣
宛
一
九

五
二
年
九
月
一
三
日
付
公
信
第
九
五
号
「
在
ス
イ
ス
国
ド
イ
ツ
資
産
に
関
す
る
協
定

に
関
す
る
件
」
が
「
第
二
次
世
界
大
戦
対
独
賠
償
関
係
一
件　

在
外
ド
イ
ツ
資
産
処

理
関
係
」（B

’.3.2.0.1-1

）
に
所
収
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
一
九
五
二
年
八
月
二
六
日

に
署
名
さ
れ
た
ス
イ
ス
と
西
ド
イ
ツ
と
の
間
の
協
定
の
交
渉
経
緯
、
批
准
の
年
月
日
、

協
定
の
性
格
及
び
協
定
に
基
づ
く
支
払
状
況
に
関
す
る
調
査
訓
令
と
そ
れ
に
対
す
る

回
答
が
同
フ
ァ
イ
ル
に
所
収
さ
れ
て
い
る
（
岡
崎
勝
男
外
務
大
臣
発
在
ド
イ
ツ
加
瀬

俊
一
公
使
宛
一
九
五
四
年
五
月
八
日
付
公
信
欧
米
四
第
一
○
七
号
「
ス
イ
ス
の
対
独

ク
レ
ー
ム
に
関
す
る
件
」
及
び
在
ド
イ
ツ
加
瀬
俊
一
大
使
発
岡
崎
勝
男
外
務
大
臣
宛

一
九
五
四
年
七
月
一
○
日
付
公
信
第
四
三
九
号
「
ス
イ
ス
の
対
独
ク
レ
ー
ム
に
関
し

報
告
の
件
」）。

（
31
）
在
ド
イ
ツ
武
内
龍
次
大
使
発
藤
山
愛
一
郎
外
務
大
臣
宛
一
九
五
八
年
四
月
一
五
日
付

公
信
独
第
二
八
○
号
「
西
独
、ポ
ル
ト
ガ
ル
間
の
財
産
協
定
に
つ
き
報
告
の
件
」（「
第

二
次
世
界
大
戦
対
独
賠
償
関
係
一
件　

在
外
ド
イ
ツ
資
産
処
理
関
係
」（B

’.3.2.0.1-

1

））。

（
32
）
ド
イ
ツ
在
外
資
産
の
返
還
に
関
し
て
は
、
上
記
の
移
行
条
約
の
規
定
を
踏
ま
え
、
中

立
国
以
外
に
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
オ
ラ
ン
ダ
、
イ
タ
リ
ア
、
ベ
ル
ギ
ー
、
ル
ク
セ
ン
ブ

ル
ク
、さ
ら
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
な
ど
の
国
と
の
間
で
関
連
の
取
極
が
締
結
さ
れ
た
（
法

眼
晋
作
外
務
省
欧
亜
局
長
発
吉
岡
英
一
大
蔵
省
理
財
局
長
宛
一
九
六
四
年
四
月
一
三

日
付
公
信
欧
西
第
三
一
○
号
「
ド
イ
ツ
在
外
財
産
返
還
状
況
調
査
に
関
す
る
件
」（「
第

二
次
世
界
大
戦
対
独
賠
償
関
係
一
件　

在
外
ド
イ
ツ
資
産
処
理
関
係
」（B

’.3.2.0.1-1

））

で
ド
イ
ツ
側
か
ら
入
手
し
た
資
料
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。）。
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四　

主
権
回
復

㈠　

西
ド
イ
ツ
の
主
権
回
復
に
向
け
た
動
き

一
九
四
九
年
の
東
西
両
ド
イ
ツ
の
成
立
後
、
東
西
冷
戦
が
激
化
す
る
中
、
西
側

陣
営
は
、ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
経
済
復
興
及
び
安
全
保
障
体
制
を
確
保
し
つ
つ
、

同
国
の
占
領
体
制
の
終
了
、
主
権
回
復
に
向
け
た
取
組
、
交
渉
を
進
め
、
一
九
五

二
年
五
月
二
六
日
、
米
英
仏
三
か
国
と
西
ド
イ
ツ
と
の
間
で
、
西
ド
イ
ツ
の
主
権

を
回
復
す
る
た
め
の
ボ
ン
諸
条
約
が
署
名
さ
れ
た）
33
（

。
こ
の
ボ
ン
諸
条
約
は
、
欧
州

防
衛
共
同
体
（ED

C

）
条
約
）
34
（

の
成
立
を
効
力
の
発
生
要
件
と
し
て
い
た
が）
35
（

、ED
C

に
関
す
る
条
約
の
批
准
が
フ
ラ
ン
ス
の
議
会
で
承
認
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、

ボ
ン
諸
条
約
の
諸
文
書
の
修
正
や
追
加
の
諸
文
書
か
ら
な
る
パ
リ
諸
条
約
が
一
九

五
四
年
一
○
月
二
三
日
に
署
名
さ
れ
、
一
九
五
五
年
五
月
五
日
に
発
効
し
た
。
こ

れ
を
も
っ
て
、
同
日
、
西
ド
イ
ツ
は
主
権
を
回
復
し
た）
36
（

。

一
方
、
こ
う
し
た
占
領
体
制
の
終
了
に
向
け
た
動
き
と
並
行
し
て
、
西
ド
イ
ツ

の
経
済
復
興
、
西
側
国
際
社
会
へ
の
経
済
的
統
合
の
前
提
と
し
て
、
正
常
な
対
外

経
済
・
金
融
取
引
を
可
能
に
す
る
た
め
、
ド
イ
ツ
の
戦
前
の
対
外
債
務）
37
（

及
び
戦

後
の
経
済
援
助
に
基
づ
く
諸
債
務
の
支
払
い
に
関
し
、
一
九
五
二
年
二
月
か
ら
ロ

ン
ド
ン
債
務
会
議
が
開
催
さ
れ
、
一
九
五
三
年
二
月
二
七
日
に
ロ
ン
ド
ン
債
務
協

定
が
署
名
さ
れ
た）
38
（

。

㈡　

賠
償
問
題
の
解
決
の
延
期

以
上
の
ボ
ン
・
パ
リ
諸
条
約
及
び
ロ
ン
ド
ン
債
務
協
定
の
規
定
に
よ
り
、
ド
イ

ツ
に
対
す
る
個
別
の
請
求
権
の
審
査
を
含
め
た
戦
争
賠
償
問
題
の
最
終
的
解
決

は
、
平
和
条
約
）
39
（

の
締
結
ま
で
延
期
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
一
九
五
二
年
及
び
一
九
五
四
年
の
ボ
ン
・
パ
リ
諸
条
約
に
お
け
る

移
行
条
約
第
六
章
で
は
、「
賠
償
の
問
題
は
、
ド
イ
ツ
と
そ
の
従
来
の
敵
国
と
の

間
の
平
和
条
約
、
又
は
そ
れ
以
前
の
こ
の
問
題
に
関
す
る
協
定
に
よ
り
規
定
さ
れ

る
。」
と
さ
れ
た
。

ま
た
、
ロ
ン
ド
ン
債
務
協
定
第
五
条
第
二
項
は
、「
戦
争
状
態
に
あ
っ
た
国
及
び

ド
イ
ツ
に
よ
り
占
領
さ
れ
た
国
並
び
に
そ
の
国
民
の
ド
イ
ツ
帝
国
及
び
そ
の
機
関

に
対
す
る
第
二
次
大
戦
か
ら
生
じ
た
請
求
権
の
審
査
は
、
ド
イ
ツ
の
占
領
費
用
、

清
算
勘
定
に
お
い
て
獲
得
さ
れ
た
貸
方
勘
定
、帝
国
信
用
金
庫（Reichskreditkassen

）

に
対
す
る
請
求
権
を
含
め
、
賠
償
問
題
の
最
終
的
解
決
ま
で
延
期
す
る
。」
と
規

定
し
た
。

そ
し
て
、
一
九
九
○
年
の
東
西
ド
イ
ツ
統
一
に
際
し
て
は
、
ド
イ
ツ
と
第
二
次

世
界
大
戦
中
の
交
戦
国
と
の
間
で
国
際
法
上
の
い
わ
ゆ
る
平
和
条
約
は
締
結
さ
れ

ず
、
東
西
ド
イ
ツ
及
び
米
英
仏
ソ
の
六
か
国
の
間
で
締
結
さ
れ
た
二
プ
ラ
ス
四
条

約
）
40
（

に
お
い
て
も
、
賠
償
問
題
に
関
す
る
明
示
的
規
定
は
置
か
れ
な
か
っ
た
。
こ
の

点
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
政
府
は
、「
第
二
次
世
界
大
戦
後
五
○
年
を
経
過
し
、
賠

償
問
題
は
時
代
遅
れ
と
な
り
、そ
の
根
拠
を
失
っ
た
。
こ
う
し
た
理
解
に
お
い
て
、

ド
イ
ツ
連
邦
政
府
は
二
プ
ラ
ス
四
条
約
を
締
結
し
た
。
二
プ
ラ
ス
四
条
約
は
、
ド

イ
ツ
に
関
す
る
最
終
的
規
律
を
も
た
ら
す
目
的
を
有
し
て
お
り
、
賠
償
問
題
は
最

早
規
律
さ
れ
な
い
。」
と
の
見
解
を
示
し
て
き
て
い
る）
41
（

。
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注（
33
）
全
体
条
約
、
軍
隊
条
約
、
財
政
条
約
、
移
行
条
約
と
い
っ
た
条
約
を
主
な
内
容
と
す
る
、

多
数
の
条
約
、
議
定
書
、
附
属
書
、
宣
言
等
か
ら
な
る
諸
文
書
の
セ
ッ
ト
で
あ
る
。

（
34
）
欧
州
防
衛
共
同
体
（ED

C

）
を
設
立
し
、
加
盟
国
の
軍
隊
を
共
同
体
の
単
一
の
指
揮

命
令
系
統
に
置
く
も
の
で
、西
欧
統
一
軍
の
創
設
を
目
指
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
プ
レ
ヴ
ァ

ン
首
相
の
案
（
プ
レ
ヴ
ァ
ン
案
）
を
具
体
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
35
）
ボ
ン
諸
条
約
は
、
欧
州
防
衛
共
同
体
（ED

C

）
条
約
の
成
立
を
効
力
の
発
生
要
件
と

し
て
お
り
、西
ド
イ
ツ
で
は
、こ
れ
ら
の
諸
条
約
が
一
括
し
て
議
会
で
審
議
さ
れ
た
が
、

当
時
、
西
ド
イ
ツ
基
本
法
に
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
が
軍
備
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
か
否
か
、
仮
に
軍
備
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
国
防
権
は
す
べ
て
連
邦

に
所
属
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
一
部
は
州
に
所
属
す
る
の
か
、
ま
た
、
最
高
指
揮
権

は
連
邦
大
統
領
と
連
邦
首
相
の
い
ず
れ
に
所
属
す
る
の
か
に
つ
い
て
明
示
的
な
規
定

が
な
く
、
議
会
で
の
審
議
の
際
に
、
社
会
民
主
党
（SPD
）
が
欧
州
防
衛
共
同
体
は

基
本
法
に
違
反
す
る
と
の
見
解
を
示
し
た
。
条
約
の
承
認
の
た
め
の
関
連
法
案
は

一
九
五
三
年
三
月
一
九
日
、
連
邦
議
会
を
通
過
し
、
同
年
五
月
一
五
日
に
連
邦
参
議

院
は
同
法
案
が
同
院
の
同
意
を
要
し
な
い
と
の
決
定
を
行
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
社

会
民
主
党
は
、
一
九
五
三
年
五
月
一
一
日
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
抽
象
的
規
範
統
制

の
た
め
の
手
続
（
基
本
法
九
三
条
一
項
二
号
）
を
提
起
し
た
。
そ
の
後
、連
立
与
党
は
、

ボ
ン
諸
条
約
と
欧
州
防
衛
共
同
体
条
約
と
の
間
の
整
合
性
を
確
保
す
る
た
め
、
一
九

五
三
年
一
二
月
、
徴
兵
制
度
等
の
規
定
を
盛
り
込
む
基
本
法
改
正
案
を
議
会
に
提
出

し
、
一
九
五
四
年
二
月
二
六
日
、
連
邦
議
会
を
通
過
す
る
に
至
る
が
、
当
時
、
基
本

法
の
改
正
に
は
、
英
米
仏
三
か
国
の
占
領
国
に
よ
る
明
示
の
承
認
が
必
要
で
あ
っ
た
。

当
時
の
ボ
ン
諸
条
約
及
び
欧
州
防
衛
共
同
体
条
約
の
議
会
承
認
を
め
ぐ
る
こ
う
し
た

状
況
に
つ
い
て
、
在
ド
イ
ツ
加
瀬
俊
一
大
使
発
岡
崎
勝
男
外
務
大
臣
宛
一
九
五
四
年

三
月
一
六
日
付
公
信
第
一
四
六
号
「
米
英
仏
三
国
の
占
領
法
規
、
右
三
国
と
西
独
と

の
間
の
平
和
条
約
、
欧
州
防
衛
共
同
体
条
約
並
び
に
西
独
基
本
法
及
び
そ
の
改
正
法

案
と
の
相
互
関
係
に
つ
い
て
」（「
連
合
国
の
ド
イ
ツ
管
理
関
係
雑
件
」
第
一
巻

（B

’.1.2.0.1

））
が
分
析
、
見
通
し
を
加
え
て
報
告
し
て
い
る
。

（
36
）
た
だ
し
、
主
権
回
復
後
も
、
ド
イ
ツ
全
体
及
び
ベ
ル
リ
ン
に
関
し
、
米
英
仏
ソ
四
か

国
に
一
定
の
権
利
（V

ier-M
ächte-Rechte

）
が
留
保
さ
れ
、
こ
の
留
保
権
は
、
東

西
両
ド
イ
ツ
の
統
一
に
際
し
て
の
二
プ
ラ
ス
四
条
約
に
よ
る
終
了
ま
で
存
続
し
た
。

（
37
）
ド
イ
ツ
の
戦
前
の
対
外
債
務
問
題
と
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条

約
に
よ
る
ド
イ
ツ
の
戦
争
賠
償
の
支
払
い
を
可
能
と
す
る
た
め
発
行
さ
れ
た
一
九
二

四
年
の
ド
ー
ズ
債
、
一
九
三
○
年
の
ヤ
ン
グ
債
と
い
っ
た
私
法
上
の
債
務
の
整
理
で

あ
る
。

（
38
）A

greem
ent on Germ

an External D
ebts. 

「
第
二
次
世
界
大
戦
対
独
賠
償
関
係
一

件
」
第
二
巻
（B

’.3.2.0.1

）
に
は
カ
ナ
ダ
の
条
約
集
に
集
録
さ
れ
た
も
の
（
英
文
及
び

仏
文
）
が
所
収
さ
れ
て
い
る
。

（
39
）
又
は
そ
れ
以
前
の
賠
償
問
題
に
関
す
る
取
極
。

（
40
）
ド
イ
ツ
に
関
す
る
最
終
的
解
決
に
関
す
る
一
九
九
○
年
九
月
一
二
日
の
条
約
（D

er 

V
ertrag vom

 12.9.1990 über die abschließende Regelung in Bezug auf 

D
eutschland.

）。

（
41
）
こ
う
し
た
ド
イ
ツ
連
邦
政
府
の
見
解
は
、
国
会
議
員
の
質
問
に
対
す
る
累
次
の
答
弁

書
の
中
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、「
ロ
ン
ド
ン
債
務
協
定
は
、
第
二
次
世
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界
大
戦
に
起
因
す
る
ド
イ
ツ
と
戦
争
状
態
に
あ
っ
た
国
及
び
こ
れ
ら
の
国
の
国
民
の

請
求
の
審
査
を
賠
償
問
題
の
最
終
的
規
律
ま
で
延
期
し
た
。
こ
の
猶
予
は
、
一
九
九

○
年
九
月
一
二
日
の
ド
イ
ツ
に
関
す
る
最
終
的
解
決
に
関
す
る
条
約
（
二
プ
ラ
ス
四

条
約
）
で
そ
の
目
的
を
失
っ
た
。
こ
の
条
約
は
、
戦
争
か
ら
生
じ
た
法
律
問
題
の
最

終
的
解
決
を
含
ん
で
い
る
。
同
条
約
は
、
明
確
に
、
ド
イ
ツ
に
関
す
る
最
終
的
解
決

を
も
た
ら
す
目
的
を
有
し
て
お
り
、
二
プ
ラ
ス
四
条
約
に
関
連
す
る
法
的
問
題
に
関

す
る
更
な
る
（
平
和
条
約
上
の
）
規
律
は
生
じ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
こ

の
こ
と
か
ら
、
ま
た
、
同
条
約
の
締
約
国
の
意
思
に
基
づ
き
、
賠
償
問
題
は
最
早
規

律
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
。 

同
条
約
は
、
欧
州
安
全
保
障
協
力
会
議

（CSCE

）
の
参
加
国
に
よ
り
一
九
九
○
年
一
一
月
二
一
日
の
パ
リ
憲
章
で
承
認
さ
れ
、

こ
の
国
の
中
に
は
ギ
リ
シ
ャ
も
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
も
、
連
邦
政
府
の

見
解
で
は
、
賠
償
問
題
は
そ
の
根
拠
を
失
っ
た
も
の
で
あ
る
。」（D

eutscher 

Bundestag, D
rucksache 16/1634 vom

 30.05.2006.
）

　

ま
た
、
ド
イ
ツ
連
邦
政
府
は
、
賠
償
問
題
が
そ
の
根
拠
を
失
っ
た
理
由
と
し
て
、

数
十
年
に
わ
た
る
国
際
社
会
と
の
間
の
平
和
で
、
信
頼
の
あ
る
、
実
り
豊
か
な
協
力

関
係
、及
び
包
括
的
な
給
付
の
移
転
を
挙
げ
て
き
た
。
後
者
に
つ
い
て
は
、具
体
的
に
、

ド
イ
ツ
在
外
資
産
及
び
ド
イ
ツ
の
著
作
権
の
接
収
・
収
用
及
び
各
占
領
地
域
に
お
け

る
デ
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
、
生
産
物
の
搬
出
に
言
及
し
、
こ
れ
ら
の
措
置
が
一
九
四
五
年

の
ポ
ツ
ダ
ム
会
談
に
お
い
て
見
込
ま
れ
た
額
（
一
○
○
億
ラ
イ
ヒ
・
マ
ル
ク
）
を
遙

か
に
超
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
西
側
一
二
か
国
と
の
間
の
包
括
的
補
償
協

定
の
実
施
に
言
及
し
て
い
る
。

五　

 

イ
ス
ラ
エ
ル
と
の
協
定
（
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
協
定
）、
西
側
一
二
か

国
と
の
補
償
協
定

㈠　

イ
ス
ラ
エ
ル
と
の
協
定

（
イ
）
経
緯

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
に
お
い
て
は
、
主
権
回
復
の
た
め
の
ボ
ン
・
パ
リ
諸
条
約

及
び
ロ
ン
ド
ン
債
務
協
定
に
よ
り
、
戦
争
賠
償
問
題
の
解
決
が
平
和
条
約
の
締
結

ま
で
延
期
さ
れ
た
が
、
他
方
で
、
ナ
チ
ス
政
権
の
主
と
し
て
ユ
ダ
ヤ
民
族
に
対
す

る
迫
害
と
い
う
ナ
チ
ス
の
不
法
（N

S-U
nrecht

）
に
対
す
る
補
償
へ
の
取
組
が

戦
後
連
綿
と
し
て
続
け
ら
れ
て
き
た
。
既
に
占
領
下
で
、
一
九
四
六
年
に
米
国
占

領
地
域
の
各
州
に
お
い
て
、
補
償
の
た
め
の
州
法
が
制
定
さ
れ
、
一
九
四
九
年
に

は
米
国
占
領
地
域
の
各
州
に
統
一
し
た
国
家
社
会
主
義
の
不
法
の
補
償
に
関
す
る

法
律
（U

SEG

）
が
制
定
さ
れ）
42
（

、
英
国
及
び
フ
ラ
ン
ス
の
占
領
地
域
並
び
に
西
ベ

ル
リ
ン
で
も
同
様
の
法
律
が
制
定
さ
れ
た）
43
（

。

他
方
で
、
イ
ス
ラ
エ
ル
政
府
は
、
一
九
五
一
年
三
月
一
二
日
、
米
英
仏
ソ
四
か

国
に
対
し
、
ド
イ
ツ
帝
国
の
支
配
下
に
あ
っ
た
諸
国
か
ら
の
五
○
万
人
に
上
る
ユ

ダ
ヤ
人
移
民
の
イ
ス
ラ
エ
ル
で
の
定
住
費
用
と
し
て
、
東
西
両
ド
イ
ツ
に
よ
る
計

一
五
億
ド
ル
（
西
ド
イ
ツ
に
一
○
億
ド
ル
、
東
ド
イ
ツ
に
五
億
ド
ル
）
の
補
償
を

請
求
す
る
覚
書
を
提
示
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
西
ド
イ
ツ
の
ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
首
相

は
、
一
九
五
一
年
九
月
二
七
日
の
連
邦
議
会
で
の
演
説
で
、
補
償
に
対
す
る
ド
イ

ツ
の
歴
史
的
責
任
を
表
明
し
、
ド
イ
ツ
民
族
の
名
の
下
に
言
語
に
絶
す
る
犯
罪
が

行
わ
れ
、
こ
れ
に
対
し
道
義
的
及
び
物
質
的
（
財
政
的
）
補
償
を
行
う
義
務
が
あ
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る
と
し
て
、
連
邦
政
府
が
ユ
ダ
ヤ
人
の
代
表
者
及
び
イ
ス
ラ
エ
ル
と
の
間
で
補
償

問
題
等
を
話
し
合
う
用
意
が
あ
る
旨
を
明
ら
か
に
し
た
。

西
ド
イ
ツ
、
イ
ス
ラ
エ
ル
及
び
対
独
ユ
ダ
ヤ
物
的
請
求
権
会
議
（JCC

）
の
三

者
の
間
で
、
一
九
五
二
年
三
月
か
ら
交
渉
が
開
始
さ
れ
、
途
中
交
渉
の
中
断
を
経

て
、
一
九
五
二
年
九
月
一
○
日
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
に
お
い
て
、
西
ド
イ
ツ
と
イ

ス
ラ
エ
ル
と
の
間
で
協
定
が
署
名
さ
れ
、
同
時
に
西
ド
イ
ツ
とJCC

と
の
間
で

二
つ
の
議
定
書
が
署
名
さ
れ
た
。
協
定
は
、
批
准
書
の
交
換
を
も
っ
て
一
九
五
三

年
三
月
二
七
日
に
発
効
し
た
。
こ
の
協
定
と
二
つ
の
議
定
書
を
併
せ
て
、
一
般
に

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
協
定
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。

協
定
締
結
に
至
る
以
上
の
交
渉
の
経
緯
等
に
つ
い
て
、
同
交
渉
が
オ
ラ
ン
ダ
の

ハ
ー
グ
市
郊
外
の
ワ
ッ
セ
ナ
ー
で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、協
定
の
署
名
後
に
、

在
オ
ラ
ン
ダ
大
使
館
か
ら
報
告
が
な
さ
れ
て
い
る
（
在
オ
ラ
ン
ダ
田
付
景
一
臨
時

代
理
大
使
発
岡
崎
勝
男
外
務
大
臣
宛
一
九
五
二
年
一
○
月
二
二
日
付
公
信
蘭
第

三
三
四
号
「
西
独
、
イ
ス
ラ
エ
ル
及
び
世
界
ユ
ダ
ヤ
連
盟
間
に
行
は
れ
た
対
ユ
ダ

ヤ
人
損
害
補
償
会
議
の
件
」）
44
（

）。
同
公
信
は
、
会
議
開
催
地
に
つ
い
て
、「
当
地
を
会

議
開
催
地
に
選
ん
だ
理
由
は
、
国
際
司
法
裁
判
所
の
法
律
的
助
言
を
得
る
便
宜
が

あ
る
事
と
、
ボ
ン
や
ブ
ラ
ッ
セ
ル
に
比
し
て
過
激
分
子
の
危
険
が
少
い
事
に
あ
っ

た
と
報
ぜ
ら
れ
て
い
る
。」
と
し
て
い
る
。
そ
の
他
、
同
公
信
は
、
交
渉
の
経
緯
に

つ
い
て
、
簡
潔
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

「
二
、
ユ
ダ
ヤ
側
の
要
求
及
び
態
度
。

イ
ス
ラ
エ
ル
は
ナ
チ
に
追
わ
れ
た
ユ
ダ
ヤ
人
五
〇
万
人
を
イ
ス
ラ
エ
ル
に
移
住

せ
し
め
る
に
要
し
た
費
用
一
五
億
ド
ル
を
独
乙
全
体
か
ら
要
求
、
此
の
会
談
で
は

そ
の
中
西
独
よ
り
の
要
求
分
一
〇
億
ド
ル
の
補
償
要
求
を
提
案
し
、
世
界
ユ
ダ
ヤ

連
盟
は
ナ
チ
ス
政
権
下
独
乙
に
於
て
ユ
ダ
ヤ
人
が
被
っ
た
財
産
上
の
損
害
補
償
総

額
五
億
ド
ル
及
び
独
乙
に
於
る
ユ
ダ
ヤ
人
補
償
法
の
整
備
を
要
求
し
た
。

両
者
は
何
れ
も
非
人
道
的
弾
圧
政
策
に
対
す
る
独
乙
の
道
義
的
責
任
を
問
い
、

前
述
要
求
は
何
れ
も
外
債
其
他
総
ゆ
る
要
求
に
優
先
し
て
決
定
さ
る
可
し
と
の
強

い
立
場
を
と
り
、
終
局
的
に
独
乙
側
を
し
て
之
を
認
め
し
め
る
事
に
成
功
し
た
。

三
、
独
乙
側
の
提
案
及
び
主
張
。

西
独
政
府
は
、
現
政
府
が
第
三
帝
国
の
行
っ
た
ユ
ダ
ヤ
人
弾
圧
政
策
の
責
任
を

負
ふ
と
い
ふ
基
本
的
立
場
を
認
め
つ
つ
も
、
支
払
能
力
に
限
界
が
あ
る
事
を
理
由

と
し
て
、
外
債
其
他
国
際
的
負
債
全
体
と
の
関
連
と
自
己
の
支
払
能
力
の
枠
の
中

で
合
理
的
な
補
償
額
を
決
定
す
る
と
ゆ
う
基
本
ラ
イ
ン
に
立
ち
、
当
時
ロ
ン
ド
ン

に
於
て
行
は
れ
つ
ゝ
あ
っ
た
西
独
外
債
会
議
の
成
功
を
見
て
、
補
償
額
の
決
定
を

行
う
と
ゆ
う
提
案
を
行
い
、
遂
に
五
月
六
日
会
議
中
断
の
止
む
な
き
に
至
っ
た
。

四
、
結
末

西
独
側
が
ユ
ダ
ヤ
側
の
立
場
に
妥
協
を
示
し
て
き
た
結
果
、
六
月
二
十
四
日
に

至
り
（
ユ
ダ
ヤ
連
盟
と
は
六
月
二
五
日
）
会
談
の
再
開
を
み
、
八
月
二
十
八
日
に

至
り
、「
西
独
政
府
は
向
う
十
二
ヶ
年
間
内
に
、
総
計
三
十
五
億
マ
ル
ク
に
及
ぶ
物

資
を
イ
ス
ラ
エ
ル
に
供
給
す
る
。
イ
ス
ラ
エ
ル
政
府
は
右
の
中
総
額
五
億
マ
ル
ク

分
を
ユ
ダ
ヤ
連
盟
に
引
渡
す
」
事
を
中
心
と
す
る
協
定
の
成
立
を
み
、
九
月
一
〇

日
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
に
於
て
調
印
を
み
る
に
至
っ
た
。

右
協
定
施
行
の
細
則
に
つ
い
て
は
、
今
後
西
独
イ
ス
ラ
エ
ル
両
政
府
間
に
交
渉

が
行
は
れ
る
事
と
さ
れ
て
い
る
。
本
協
定
運
営
の
為
イ
ス
ラ
エ
ル
政
府
の
代
表
事
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務
所
が
特
に
西
独
内
に
設
け
ら
れ
る
事
に
な
っ
て
、
シ
ュ
ト
ッ
ト
ガ
ル
ト
が
そ
の

候
補
地
と
し
て
報
せ
ら
れ
て
い
る
。」

（
ロ
）
協
定

こ
の
協
定
）
45
（

は
、
前
文
及
び
本
文
一
七
か
条
、
並
び
に
こ
の
協
定
の
不
可
分
の
一

部
を
な
す
附
表
、
第
七
条
附
属
書
、
第
九
条
附
属
書
、
複
数
の
書
簡
等
か
ら
な
り
、

二
つ
の
議
定
書
（
第
一
議
定
書
及
び
第
二
議
定
書
）
等
が
附
録
さ
れ
て
い
る）
46
（

。

こ
の
協
定
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
難
民
の
受
入
費
用

を
補
填
す
る
た
め
、
イ
ス
ラ
エ
ル
国
に
対
し
、
包
括
的
補
償
と
し
て
、
三
○
億
マ

ル
ク
を
支
払
う
こ
と
が
定
め
ら
れ
、
こ
の
支
払
い
は
、
ド
イ
ツ
の
外
資
の
不
足
か

ら
、現
物
の
引
渡
し
及
び
役
務
の
提
供
に
よ
り
な
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
ま
た
、

第
一
議
定
書
に
お
い
て
は
、
被
迫
害
者
の
財
産
の
返
還
及
び
個
人
補
償
の
た
め
の

立
法
手
続
を
開
始
す
る
と
の
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
意
思
が
確
認
さ
れ
、
第
二
議

定
書
に
お
い
て
は
、
対
独
ユ
ダ
ヤ
物
的
請
求
権
会
議
（JCC
）
に
対
し
て
、
イ
ス

ラ
エ
ル
以
外
の
場
所
に
お
け
る
ナ
チ
ス
の
迫
害
の
ユ
ダ
ヤ
人
犠
牲
者
の
支
援
、
受

入
れ
、
定
住
の
た
め
に
四
億
五
○
○
○
万
マ
ル
ク
が
支
払
わ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
た）
47
（

。

こ
の
協
定
に
つ
い
て
は
、
外
務
省
ア
ジ
ア
局
第
三
課
が
一
九
五
四
年
九
月
七
日

付
け
で
「
イ
ス
ラ
エ
ル
・
西
ド
イ
ツ
間
協
定
要
訳
」
を
作
成
し
、
協
定
成
立
の
経

緯
、
概
要
、
逐
条
要
訳
を
収
め
て
い
る
）
49
）（
48
（

。

（
ハ
）
ア
ラ
ブ
諸
国
の
反
応

こ
の
協
定
を
め
ぐ
っ
て
は
、
同
協
定
が
署
名
さ
れ
る
前
後
か
ら
、
当
時
、
イ
ス

ラ
エ
ル
と
戦
争
状
態
に
あ
っ
た
ア
ラ
ブ
諸
国
が
反
対
の
意
思
を
示
し
始
め
、
西
ド

イ
ツ
と
ア
ラ
ブ
諸
国
と
の
間
の
関
係
が
急
速
に
悪
化
し
始
め
た
。

シ
リ
ア
政
府
は
、
一
九
五
二
年
一
○
月
二
日
付
け
で
、
西
ド
イ
ツ
政
府
に
対
し

て
覚
書
（M

em
orandum

）
を
手
交
し
、
協
定
に
よ
る
イ
ス
ラ
エ
ル
へ
の
補
償

の
提
供
が
西
ド
イ
ツ
と
ア
ラ
ブ
諸
国
と
の
間
の
関
係
に
深
い
影
響
を
及
ぼ
し
得
る

と
し
て
、
補
償
の
支
払
い
を
し
な
い
こ
と
を
求
め
た
。
こ
の
覚
書
は
、
当
時
、
パ

リ
に
お
い
て
、
シ
リ
ア
公
使
館
報
道
官
か
ら
日
本
側
に
写
し
が
送
付
さ
れ
て
い
る

（
在
フ
ラ
ン
ス
西
村
熊
雄
特
命
全
権
大
使
発
岡
崎
勝
男
外
務
大
臣
宛
一
九
五
二
年

一
○
月
一
○
日
付
公
信
第
五
二
号
「
イ
ス
ラ
エ
ル
が
ド
イ
ツ
に
対
し
て
要
求
し
て

い
る
賠
償
に
関
す
る
件
」）
50
（

）。
ま
た
、
同
年
一
〇
月
七
日
、
エ
ジ
プ
ト
の
ナ
ギ
ブ
首

相
は
、
西
ド
イ
ツ
政
府
宛
て
に
覚
書
を
提
出
し
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
一
〇
月

一
一
日
、
西
ド
イ
ツ
政
府
が
拒
否
的
回
答
を
し
た
こ
と
に
よ
り
、
緊
張
が
高
ま
る

こ
と
と
な
っ
た
。
当
時
、カ
イ
ロ
で
は
ア
ラ
ブ
連
盟
の
会
議
が
開
催
さ
れ
て
お
り
、

直
ち
に
本
問
題
を
同
会
議
の
議
題
と
し
、
同
協
定
の
批
准
を
阻
止
す
る
た
め
西
ド

イ
ツ
に
使
節
団
を
派
遣
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
時
点
で
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
在
ド
イ
ツ
寺
岡
洪
平
臨
時
代
理
大
使
発
岡

崎
勝
男
外
務
大
臣
宛
一
九
五
二
年
一
一
月
一
八
日
付
公
信
第
二
八
七
号
「
対
イ
ス

ラ
エ
ル
補
償
協
定
を
繞
る
西
独
―
ア
ラ
ブ
諸
国
間
の
紛
争
に
関
す
る
報
告
の
件

（
其
の
一
）」）
51
（

が
分
析
を
行
っ
て
い
る
。
同
公
信
に
よ
れ
ば
、
ア
ラ
ブ
側
の
主
張
と

西
ド
イ
ツ
側
の
主
張
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

「
２
．
ア
ラ
ブ
連
盟
の
主
張 

本
件
に
関
し
、
ア
ラ
ブ
連
盟
が
こ
の
よ
う
な
強
硬
措
置
に
出
で
ざ
る
を
得
な
い
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と
す
る
主
張
は
次
の
点
に
あ
る
。

（
１
）
本
協
定
は
ア
ラ
ブ
諸
国
に
対
す
る
非
友
好
的
措
置
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、

正
に
中
立
違
反
で
あ
る
。
本
協
定
は
ア
ラ
ブ
諸
国
と
戦
争
状
態
に
あ
る
イ
ス
ラ
エ

ル
に
対
す
る
経
済
援
助
を
意
味
し
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
軍
事
能
力
を
増
大
せ
し
む
る

か
ら
で
あ
る
。

（
２
）
ド
イ
ツ
が
ユ
ダ
ヤ
人
迫
害
を
行
っ
て
い
た
当
時
イ
ス
ラ
エ
ル
は
国
家
と
し

て
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
西
独
は
、
そ
の
後
に
誕
生
し
た
イ
ス

ラ
エ
ル
国
家
に
賠
償
を
支
払
う
べ
き
国
際
法
上
の
義
務
は
な
い
。

（
３
）
ア
ラ
ブ
諸
国
こ
そ
イ
ス
ラ
エ
ル
に
対
す
る
債
権
者
で
あ
り
、
西
独
の
補
償

は
む
し
ろ
、
イ
ス
ラ
エ
ル
を
追
わ
れ
た
ア
ラ
ブ
難
民
の
た
め
に
使
用
さ
る
べ
き
で

あ
る
。

３
．
西
独
側
の
言
訳

（
１
）
対
イ
ス
ラ
エ
ル
補
償
協
定
は
政
治
的
又
は
経
済
的
意
図
と
は
何
等
の
関
係

も
な
く
、
純
粋
に
道
義
的
責
任
に
基
く
も
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
一
九
五
一
年

九
月
二
七
日
ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
首
相
が
議
会
に
お
い
て
行
っ
た
本
協
定
に
関
す
る
声

明
の
内
容
及
び
そ
の
際
西
独
議
会
が
示
し
た
圧
倒
的
賛
成
に
支
持
さ
れ
て
本
協
定

の
締
結
が
可
能
と
な
っ
た
経
緯
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

（
２
）
イ
ス
ラ
エ
ル
に
対
し
予
定
さ
れ
た
商
品
供
給
は
国
際
法
上
か
ら
も
実
質
上

か
ら
も
中
立
違
反
で
は
な
い
。
供
給
予
定
物
資
は
全
く
の
非
軍
需
品
で
あ
る
し
、

供
給
の
目
的
が
イ
ス
ラ
エ
ル
の
多
数
難
民
に
対
す
る
支
出
を
補
償
す
る
も
の
で

あ
っ
て
み
れ
ば
軍
事
経
済
力
の
強
化
と
は
云
い
難
い
。

（
３
）
イ
ス
ラ
エ
ル
は
西
独
か
ら
の
供
給
物
資
を
転
売
し
て
見
返
り
に
軍
需
物
資

を
買
う
惧
れ
が
あ
る
と
す
る
ア
ラ
ブ
側
の
主
張
は
協
定
中
の
再
輸
出
禁
止
条
項
に

よ
っ
て
理
由
を
失
う
も
の
で
あ
る
。」

ま
た
、
外
務
省
経
済
局
第
六
課
「
西
独
の
対
イ
ス
ラ
エ
ル
賠
償
支
払
協
定
と
ア

ラ
ブ
諸
国
の
動
向
」（
一
九
五
三
年
一
月
三
〇
日
））
52
（

は
、
ア
ラ
ブ
連
盟
の
西
ド
イ

ツ
へ
の
使
節
団
の
派
遣
と
交
渉
の
決
裂
、
そ
の
後
の
ア
ラ
ブ
連
盟
の
通
告
に
つ
い

て
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

「
同
使
節
団
は
十
月
中
旬
ボ
ン
に
到
着
、
西
独
政
府
当
局
と
接
衝
議
会
が
批
准
し

な
い
よ
う
種
々
要
請
し
た
が
、
右
協
定
調
印
に
当
た
り
て
は
西
欧
の
大
国
の
勧
告

も
あ
っ
た
も
の
か
、
西
独
政
府
と
し
て
は
ア
ラ
ブ
側
の
要
請
を
拒
否
し
た
ゝ
め
、

一
〇
月
三
一
日
右
交
渉
は
決
裂
し
た
。

右
決
裂
の
報
わ
る
と
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
政
府
は
同
国
内
に
於
け
る
ド
イ
ツ
商
社

の
一
切
の
活
動
を
停
止
す
る
様
命
じ
、
シ
リ
ア
に
於
て
は
ダ
マ
ス
商
業
会
議
所
会

頭
は
ボ
ン
商
業
会
議
所
会
頭
に
対
し
批
准
阻
止
方
要
求
し
、
エ
ジ
プ
ト
に
於
け
る

最
大
新
聞
で
あ
る
ア
ラ
ビ
ア
語
ア
ハ
ラ
ー
ム
紙
は
、
西
独
が
右
協
定
を
破
棄
し
な

い
場
合
は
ア
ラ
ブ
諸
国
は
西
独
と
の
通
商
協
定
を
廃
棄
す
べ
き
で
あ
る
と
極
論
す

る
等
ア
ラ
ブ
諸
国
の
与
論
は
沸
騰
し
た
。
依
て
ナ
ギ
ー
ブ
エ
ジ
プ
ト
首
相
兼
外
相

代
理
は
、
ア
ラ
ブ
連
盟
政
治
委
員
会
の
緊
急
招
集
方
同
事
務
局
長
に
要
請
し
た
。

ア
ラ
ブ
連
盟
政
治
委
員
会
は
一
一
月
七
日
先
づ
右
協
定
締
結
に
依
っ
て
生
じ
た

新
情
勢
の
検
討
を
目
的
と
す
る
分
科
委
員
会
の
報
告
を
検
討
、
ま
た
使
節
団
の
報

告
を
聴
取
し
た
。
同
会
議
後
パ
ウ
エ
ル
ケ
西
独
大
使
と
会
見
し
た
ナ
ギ
ー
ブ
首
相

は
「
右
協
定
は
ア
ラ
ブ
世
界
に
危
険
を
斉
す
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
西
独
と
ア
ラ
ブ

世
界
の
関
係
が
断
絶
す
る
恐
れ
も
あ
る
」
と
警
告
し
、
一
〇
日
ま
で
に
西
独
の
正
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式
回
答
を
要
請
し
た
。

九
日
同
大
使
は
ア
ラ
ブ
連
盟
の
代
表
と
し
て
の
ナ
ギ
ー
ブ
首
相
に
「
西
独
は
ア

ラ
ブ
諸
国
の
反
対
に
も
不
拘
、
戦
時
中
の
ナ
チ
の
ユ
ダ
ヤ
人
迫
害
に
由
来
す
る
対

イ
ス
ラ
エ
ル
賠
償
協
定
も
批
准
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。
西
独
は
こ
の
協
定
に
よ
り

道
徳
的
義
務
を
果
す
こ
と
の
み
を
考
え
て
お
り
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
戦
争
能
力
増
進

を
助
け
る
様
な
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
西
独
と
し
て
は
右
賠
償
物
資
の
な
か
に

は
戦
略
物
資
が
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
国
連
の
委
員
会
が
右
物

資
の
積
出
し
を
監
視
す
る
よ
う
提
案
す
る
」
旨
回
答
し
た（
マ
マ
）に

対
し
同
首
相
は
更
に

西
独
側
の
態
度
を
変
更
す
る
よ
う
要
請
し
た
が
、
西
独
政
府
は
十
一
日
夜
閣
議
を

開
い
た
結
果
、「
西
独
政
府
は
ア
ラ
ブ
諸
国
か
ら
貿
易
関
係
を
断
交
す
る
か
も
し
れ

ぬ
と
の
脅
威
を
受
け
て
い
る
が
、
対
イ
賠
償
支
払
協
定
を
破
棄
す
る
つ
も
り
は
な

い
と
の
回
答
を
ア
ラ
ブ
諸
国
に
送
っ
た
」
と
発
表
し
た
。

西
独
政
府
の
確
答
到
着
ま
で
最
終
決
定
を
延
期
し
て
い
た
ア
ラ
ブ
連
盟
政
治
委

員
会
は
、
遂
に
十
二
日
最
終
的
に
態
度
を
決
定
西
独
政
府
に
対
し

（
イ
）
ア
ラ
ブ
連
盟
諸
国
は
決
し
て
過
激
な
手
段
に
訴
え
る
こ
と
を
望
ん
で
お
ら

ず
、
西
独
が
ア
ラ
ブ
連
盟
の
提
案
に
応
じ
て
直
ち
に
交
渉
を
始
め
る
こ
と
を
希
望

し
て
い
る
。

（
ロ
）
然
し
西
独
政
府
が
イ
ス
ラ
エ
ル
と
の
協
定
を
批
准
す
る
場
合
は
、
ア
ラ
ブ

諸
国
は
そ
の
利
益
を
護
る
た
め
に
適
切
な
手
段
を
採
る
権
利
を
留
保
す
る
。
即
ち

ア
ラ
ブ
諸
国
は
西
独
と
の
一
切
の
経
済
的
関
係
を
直
ち
に
断
絶
す
る
の
止
む
な
き

に
至
る
か
も
知
れ
な
い
。

と
の
強
硬
な
通
告
を
発
し
た
。

右
ア
ラ
ブ
側
の
強
硬
な
通
告
に
接
し
た
西
独
政
府
は
、
ア
ラ
ブ
各
国
に
代
表
を

送
り
ア
ラ
ブ
諸
国
と
の
政
治
経
済
各
問
題
の
打
開
を
図
る
と
発
表
し
て
お
り
、
こ

れ
が
見
透
し
の
つ
く
ま
で
は
最
初
予
定
さ
れ
た
年
内
批
准
を
見
合
す
も
の
と
認
め

ら
れ
る
の
み
な
ら
ず
、ア
ラ
ブ
側
の
経
済
断
交
が
完
全
に
予
期
さ
れ
て
く
る
場
合
、

こ
れ
を
押
切
つ
て
も
対
イ
賠
償
支
払
協
定
を
批
准
す
る
か
は
甚
だ
疑
問
で
あ
る
。」

本
件
に
つ
い
て
は
、
ア
ラ
ブ
連
盟
政
治
委
員
会
に
お
い
て
議
論
が
続
け
ら
れ
、

ま
た
、
西
ド
イ
ツ
と
エ
ジ
プ
ト
と
の
間
で
、
西
ド
イ
ツ
と
ア
ラ
ブ
諸
国
と
の
間
の

和
解
の
た
め
、
新
た
な
経
済
関
係
、
別
途
の
協
定
等
に
つ
い
て
交
渉
が
続
け
ら
れ

た
が
、
エ
ジ
プ
ト
側
の
過
大
な
要
求
の
た
め
、
同
交
渉
も
一
九
五
三
年
二
月
に
決

裂
に
至
っ
た
。
こ
の
間
の
交
渉
に
つ
い
て
、
在
ド
イ
ツ
寺
岡
代
理
大
使
発
岡
崎
大

臣
宛
一
九
五
三
年
二
月
一
二
日
付
公
信
第
六
三
号
「
西
独
―
エ
ジ
プ
ト
交
渉
決
裂

に
関
す
る
報
告
の
件
」）
53
（

に
記
載
が
あ
る
。
ア
ラ
ブ
諸
国
と
の
こ
う
し
た
状
況
の
中
、

西
ド
イ
ツ
は
、
協
定
の
批
准
手
続
を
終
え
る
こ
と
と
な
っ
た）
54
（

 

。

㈡　

西
側
一
二
か
国
と
の
補
償
協
定

以
上
の
イ
ス
ラ
エ
ル
と
の
間
の
協
定
の
ほ
か
、
西
ド
イ
ツ
は
、
一
九
五
九
年
以

降
、
一
二
の
西
側
諸
国
と
の
間
で
、
い
わ
ゆ
る
包
括
的
補
償
協
定

（Globalentschädigungsabkom
m
en

）
を
締
結
し
た
。

西
ド
イ
ツ
は
、
ナ
チ
ス
の
不
法
に
対
す
る
補
償
に
つ
い
て
、
ボ
ン
・
パ
リ
諸
条

約
の
移
行
条
約
第
四
章
の
規
定
及
び
上
記
のJCC

と
の
間
の
第
一
議
定
書
を
踏

ま
え
、
国
内
法
と
し
て
一
九
五
三
年
に
連
邦
補
完
法
）
55
（

、
一
九
五
六
年
に
同
法
を
改

正
し
た
連
邦
補
償
法
）
56
（

を
制
定
し
た
。
こ
の
連
邦
補
完
法
・
連
邦
補
償
法
に
よ
り
、



－ 126 －

『外交史料館報』第 30 号（2017 年 3 月）

政
治
的
信
条
、
人
種
、
信
仰
又
は
世
界
観
を
理
由
に
国
家
社
会
主
義
（
ナ
チ
ス
）

の
暴
力
行
為
に
よ
り
迫
害
さ
れ
、
生
命
、
身
体
、
健
康
、
自
由
、
所
有
物
、
財
産

上
の
利
益
、
職
業
活
動
又
は
経
済
活
動
に
つ
い
て
損
害
を
被
っ
た
者
に
対
し
、
こ

れ
ら
の
損
害
を
補
償
す
る
た
め
、
年
金
等
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
た
だ

し
、
こ
れ
ら
の
法
律
の
適
用
は
、
厳
格
な
属
地
主
義
の
原
則
に
よ
っ
て
お
り
、
請

求
権
者
は
、
原
則
と
し
て
、（
オ
ー
ス
ト
リ
ア
併
合
以
前
の
）
一
九
三
七
年
一
二
月

三
一
日
時
点
で
の
ド
イ
ツ
帝
国
の
領
域
に
居
住
し
て
い
た
者
、
又
は
西
ド
イ
ツ
の

領
域
（
同
法
の
適
用
領
域
）
に
居
住
し
て
い
る
者
に
限
定
さ
れ
た
（
連
邦
補
償
法

第
四
条
第
一
項
）。

第
二
次
世
界
大
戦
で
は
、
ド
イ
ツ
の
占
領
地
域
に
お
い
て
も
ユ
ダ
ヤ
人
等
が
迫

害
を
受
け
た
が
、
連
邦
補
償
法
は
、
そ
の
属
地
主
義
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
被
迫
害

者
に
は
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
英
国
、
フ
ラ
ン
ス
、
ベ
ル

ギ
ー
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
ギ
リ
シ
ャ

の
八
か
国
が
自
国
民
に
対
す
る
補
償
を
求
め
る
書
簡
を
西
ド
イ
ツ
政
府
に
提
出
し
、

さ
ら
に
、
イ
タ
リ
ア
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ス
イ
ス
が
こ
う
し
た
要
求
に
加
わ
っ
た
。

こ
れ
を
受
け
、
西
ド
イ
ツ
は
、
こ
れ
ら
西
側
一
一
か
国
と
の
間
で
個
別
に
交
渉
を

進
め
、
一
九
五
九
年
か
ら
一
九
六
四
年
に
か
け
て
、
ナ
チ
ス
の
迫
害
行
為
に
よ
り

生
命
、
身
体
、
健
康
又
は
自
由
に
つ
い
て
損
害
を
受
け
た
各
国
の
被
迫
害
者
）
57
（

に
対

す
る
補
償
を
そ
れ
ぞ
れ
の
政
府
に
対
し
て
包
括
的
に
支
払
う
こ
と
を
約
束
す
る
包

括
的
補
償
協
定
を
締
結
し
た
）
59
）（
58
（

。
ま
た
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
の
間
で
は
、
オ
ー
ス
ト

リ
ア
の
自
国
の
補
償
給
付
制
度
に
西
ド
イ
ツ
が
資
金
を
拠
出
す
る
こ
と
を
規
定
し

た
条
約
）
60
（

が
締
結
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
諸
国
に
対
す
る
補
償
額
は
、
九
億
七
一
○
○

万
マ
ル
ク
に
上
る
。

「
第
二
次
世
界
大
戦
対
独
賠
償
関
係
一
件
」
第
三
巻
（B

’.3.2.0.1

）
に
は
、
こ

の
う
ち
、
オ
ラ
ン
ダ
と
の
間
の
条
約
に
関
す
る
文
書
が
所
収
さ
れ
て
い
る
。
オ
ラ

ン
ダ
と
の
間
で
は
、
一
九
六
○
年
四
月
八
日
、
ハ
ー
グ
に
お
い
て
、
両
国
間
の
戦

後
処
理
に
関
す
る
一
連
の
条
約
が
署
名
さ
れ
、
国
境
問
題
に
関
す
る
条
約

（Grenzvertrag

）、
エ
ム
ス
河
口
に
お
け
る
協
力
に
関
す
る
条
約
（Em

s-

D
ollard-V

ertrag

）
と
並
ん
で
、
ナ
チ
ス
に
よ
る
迫
害
へ
の
補
償
問
題
を
含
む

財
務
条
約
（
財
務
上
の
問
題
の
解
決
及
び
国
家
社
会
主
義
の
迫
害
の
オ
ラ
ン
ダ
人

犠
牲
者
の
た
め
の
支
払
い
に
関
す
る
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
と
オ
ラ
ン
ダ
王
国
と
の

間
の
条
約
）
が
署
名
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
一
連
の
条
約
は
、
オ
ラ
ン
ダ
議
会
に
お

い
て
、
承
認
手
続
が
遅
延
し
、
そ
の
間
、
オ
ラ
ン
ダ
側
か
ら
の
交
渉
申
入
れ
に
よ

り
、条
約
の
起
草
後
に
生
じ
た
オ
ラ
ン
ダ
法
人
の
西
ド
イ
ツ
に
在
る
財
産
の
保
護
、

及
びEm

s-D
ollard

地
域
の
天
然
資
源
（
石
油
及
び
天
然
ガ
ス
）
の
開
発
の
問
題

を
取
り
扱
っ
た
二
つ
の
追
加
議
定
書
が
一
九
六
二
年
五
月
一
四
日
に
署
名
さ
れ
て

い
る）
61
（

。
こ
の
二
つ
の
追
加
議
定
書
を
併
せ
て
、
一
連
の
条
約
は
、
一
九
六
三
年
に

入
り
、
オ
ラ
ン
ダ
の
上
下
院
で
承
認
さ
れ
、
財
務
条
約
は
一
九
六
三
年
八
月
一
日

に
発
効
し
た
。

こ
の
オ
ラ
ン
ダ
議
会
下
院
で
の
承
認
手
続
の
際
、
ル
ン
ス
外
相
が
、
承
認
に
反

対
す
る
主
張
に
対
し
、
ナ
チ
ス
の
不
法
に
対
す
る
補
償
額
が
十
分
で
あ
る
こ
と
、

ま
た
、
西
ド
イ
ツ
と
の
協
力
関
係
の
重
要
性
を
踏
ま
え
、
関
連
の
条
約
の
承
認
の

必
要
性
を
強
調
し
た
点
に
つ
い
て
、
在
オ
ラ
ン
ダ
伊
関
佑
二
郎
大
使
発
大
平
正
芳

外
務
大
臣
宛
一
九
六
三
年
二
月
二
二
日
付
公
信
蘭
第
九
九
号
「
オ
ラ
ン
ダ
下
院
の
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蘭
独
間
戦
後
処
理
条
約
承
認
に
関
す
る
件
」
は
、
次
の
よ
う
に
報
告
し
て
い
る
。

「
政
府
側
答
弁
に
当
っ
た
ル
ン
ス
外
相
は
、
先
づ
、
ド
イ
ツ
の
欧
州
政
策
が
明

白
と
な
る
ま
で
条
約
の
批
准
を
延
期
す
べ
し
と
の
与
野
党
間
一
部
の
主
張
に
対
し

「
政
府
と
し
て
は
、
ド
イ
ツ
が
仏
独
協
力
条
約
の
結
果
、
そ
の
軍
事
お
よ
び
核
政

策
を
変
更
す
る
と
は
考
え
ず
、
現
に
西
独
は
仏
独
条
約
を
調
印
し
て
か
ら
一
週
間

後
に
英
国
のEEC

加
入
と
い
う
主
要
問
題
に
お
い
て
フ
ラ
ン
ス
の
政
策
に
同
調

し
な
か
っ
た
」
と
答
え
、又
、ナ
チ
の
犠
牲
者
に
対
す
る
補
償
額
（
一
億
二
千
五
百

マ
ー
ク
）
が
不
充
分
で
あ
る
と
の
非
難
に
対
し
て
は
、「
オ
ラ
ン
ダ
前
政
治
捕
虜

団
体
も
そ
の
機
関
誌
に
お
い
て
同
補
償
額
は
オ
ラ
ン
ダ
が
獲
得
し
得
る
最
高
の
額

で
あ
る
と
云
っ
て
い
る
。
自
分
も
本
条
約
を
拒
否
し
た
場
合
、
更
に
多
額
の
補
償

費
が
得
ら
れ
る
か
否
か
非
常
に
疑
問
で
あ
る
。本
条
約
は
補
償
額
の
点
に
お
い
て
、

西
独
が
ベ
ル
ギ
ー
や
フ
ラ
ン
ス
と
締
結
し
た
条
約
よ
り
決
し
て
不
利
な
も
の
で
は

な
い
。
し
か
も
オ
ラ
ン
ダ
は
本
条
約
に
よ
る
他
に
終
戦
後
ド
イ
ツ
か
ら
既
に
二
十

億
二
千
一
百
万
マ
ー
ク
の
支
払
を
受
け
て
い
る
」
と
答
え
、
更
に
「
西
独
は
通
商

上
オ
ラ
ン
ダ
に
と
っ
て
第
一
の
相
手
国
で
あ
り
、
又
、N

A
T
O

、EEC
そ
の
他

の
国
際
機
構
間
に
お
い
て
、
欧
州
間
協
力
に
著
る
し
い
寄
与
を
な
し
つ
つ
あ
る
こ

と
を
銘
記
す
べ
き
で
あ
る
」
と
条
約
承
認
の
必
要
性
を
強
調
し
た
。」

注（
42
）
同
法
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
成
立
後
、
基
本
法
一
二
五
条
に
よ
り
連
邦
法
と
し

て
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

（
43
）
そ
の
他
、
西
側
占
領
地
域
及
び
西
ベ
ル
リ
ン
に
お
い
て
は
、
一
九
四
七
年
及
び
一
九

四
九
年
に
、
ナ
チ
ス
政
権
に
よ
り
剥
奪
さ
れ
た
財
産
の
返
還
、
賠
償
に
関
す
る
法
律

が
制
定
さ
れ
て
い
る
。

（
44
）「
第
二
次
世
界
大
戦
対
独
賠
償
関
係
一
件
」
第
三
巻
（B

’.3.2.0.1

）
所
収
。

（
45
）A

greem
ent betw

een the State of Israel and the Federal Republic of Germ
any

（「
イ
ス
ラ
エ
ル
と
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
と
の
間
の
協
定
」）。「
第
二
次
世
界
大
戦
対
独

賠
償
関
係
一
件
」
第
三
巻
（B

’.3.2.0.1

）
に
は
、
外
務
省
条
約
局
「
条
約
集
」
第
三
十

二
集
第
四
十
二
巻
（
一
九
五
四
年
一
○
月
編
集
）
に
収
録
さ
れ
た
「
イ
ス
ラ
エ
ル
と

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
と
の
間
の
協
定
」（
英
文
）
と
と
も
に
、
外
務
省
条
約
局
「
条
約

資
料
」
第
二
十
五
号
（
一
九
五
六
年
三
月
編
集
）
に
収
録
さ
れ
た
全
文
仮
訳
「
イ
ス

ラ
エ
ル
と
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
と
の
間
の
協
定
」（
日
本
語
）
が
所
収
さ
れ
て
い
る
。

（
46
）
こ
の
イ
ス
ラ
エ
ル
と
の
協
定
に
つ
い
て
は
、Frederick H

onig, 

“The Reparations 

A
greem

ent betw
een Israel and the F

ederal R
epublic of G

erm
any,

” 

A
m
erican Journal of International Law

, V
ol.48, N

o.4 (1954), pp.564-578. 

が

経
緯
、
協
定
の
法
的
性
質
、
協
定
の
内
容
に
つ
い
て
、
実
務
的
観
点
を
踏
ま
え
解
説

し
て
い
る
。

（
47
）
加
え
て
、
ナ
チ
ス
政
権
下
で
の
人
種
差
別
法
で
あ
る
ニ
ュ
ー
ル
ン
ベ
ル
ク
法
の
下
で

ユ
ダ
ヤ
人
と
認
定
さ
れ
、
迫
害
を
受
け
た
者
で
あ
る
が
、
ユ
ダ
ヤ
教
へ
の
信
仰
告
白

を
せ
ず
、JCC

が
そ
の
保
護
を
拒
ん
だ
者
の
た
め
に
、
基
金
が
創
設
さ
れ
、
ド
イ
ツ

が
五
○
○
○
億
マ
ル
ク
を
拠
出
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

（
48
）「
第
二
次
世
界
大
戦
対
独
賠
償
関
係
一
件
」
第
三
巻
（B

’.3.2.0.1

）
所
収
。

（
49
）
こ
の
協
定
の
特
徴
と
し
て
、
協
定
が
締
結
さ
れ
た
当
時
、
西
ド
イ
ツ
と
イ
ス
ラ
エ
ル

と
の
間
に
外
交
関
係
が
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
協
定
の
適
切
な
履
行
確
保
の
た
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め
の
枠
組
み
が
整
備
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
こ
の
協
定
に
従
い
締
結
さ
れ
る
商
業
契

約
か
ら
及
び
そ
れ
に
関
連
し
て
生
ず
る
法
律
関
係
に
関
し
て
は
、
ド
イ
ツ
の
裁
判
所

の
管
轄
権
に
服
す
る
と
し
て
、ド
イ
ツ
の
裁
判
所
へ
の
専
属
管
轄
を
定
め
て
い
る
（
一

二
条
（
ｃ
））。
こ
の
協
定
は
、
西
ド
イ
ツ
の
業
者
と
イ
ス
ラ
エ
ル
使
節
団
と
の
間
で
商

業
契
約
が
締
結
さ
れ
、
物
資
・
役
務
が
提
供
さ
れ
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
が
、
西

ド
イ
ツ
と
イ
ス
ラ
エ
ル
と
の
間
に
外
交
関
係
が
な
く
、
西
ド
イ
ツ
の
業
者
の
イ
ス
ラ

エ
ル
の
裁
判
所
へ
の
ア
ク
セ
ス
に
困
難
が
予
想
さ
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
契
約
締
結

地
で
あ
る
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
の
専
属
管
轄
が
実
務
的
と
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る

（H
onig,op.cit.(note 46), p.573.

）。
ま
た
、
協
定
が
そ
の
規
定
に
従
っ
て
履
行
さ
れ
、

締
約
国
間
の
紛
争
の
解
決
を
確
保
す
る
た
め
、
協
定
は
四
つ
の
機
関
の
設
置
を
規
定
し
て

い
る
。
イ
ス
ラ
エ
ル
政
府
を
代
表
す
る
「
イ
ス
ラ
エ
ル
使
節
団
（the Israel M

ission

）」、

ド
イ
ツ
政
府
を
代
表
す
る
「
連
邦
の
機
関
（die Bundesstelle

）」、
協
定
の
履
行
を
監

視
す
る
責
任
を
有
す
る
「
混
合
委
員
会
（the M

ixed Com
m
ission

）」、
締
約
国
の

間
で
生
じ
得
る
紛
争
を
判
断
す
る
「
仲
裁
委
員
会
（the A

rbitral Com
m
ission

）」

で
あ
る
。
イ
ス
ラ
エ
ル
使
節
団
は
、
ド
イ
ツ
国
内
法
上
の
法
人
と
み
な
さ
れ
、
広
範

な
特
権
及
び
免
除
が
付
与
さ
れ
て
い
る
。
仲
裁
委
員
会
は
、
協
定
の
解
釈
及
び
適
用

か
ら
生
ず
る
締
約
国
間
の
す
べ
て
の
紛
争
を
判
断
し
、
締
約
国
の
権
利
を
保
全
す
る

暫
定
措
置
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
（
一
四
条
（
ｈ
））
な
ど
、
広
範
な
権
限
が
付
与

さ
れ
て
い
る
。

（
50
）「
第
二
次
世
界
大
戦
対
独
賠
償
関
係
一
件
」
第
三
巻
（B

’.3.2.0.1

）
所
収
。
こ
の
公
信

に
附
属
さ
れ
た
原
文
（
フ
ラ
ン
ス
語
）
に
よ
れ
ば
、
覚
書
で
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
側
が

補
償
の
請
求
の
根
拠
と
す
る
ナ
チ
ス
に
よ
る
ユ
ダ
ヤ
人
迫
害
の
結
果
と
し
て
の
イ
ス

ラ
エ
ル
へ
の
ユ
ダ
ヤ
人
流
入
の
数
（
五
〇
万
人
）
を
具
体
的
な
数
値
を
挙
げ
て
事
実

に
反
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
、
ま
た
、
パ
レ
ス
テ
ィ
ナ
の
地
か
ら
多
数
の
ア
ラ
ブ
人

を
追
い
出
し
た
イ
ス
ラ
エ
ル
は
そ
の
補
償
を
し
て
い
な
い
な
ど
と
し
て
、
イ
ス
ラ
エ

ル
側
は
ド
イ
ツ
か
ら
の
補
償
を
受
け
取
る
権
利
が
な
い
と
し
て
反
論
し
、
同
時
に
、

補
償
の
支
払
い
は
ア
ラ
ブ
諸
国
を
圧
迫
す
る
イ
ス
ラ
エ
ル
の
拡
張
主
義
を
助
長
し
、

軍
備
増
強
に
使
用
さ
れ
る
と
し
て
、
補
償
の
供
与
は
、
西
ド
イ
ツ
と
ア
ラ
ブ
諸
国
と

の
間
の
友
好
関
係
を
損
な
う
の
み
な
ら
ず
、
敵
対
行
為
で
あ
り
、
イ
ス
ラ
エ
ル
と
ア

ラ
ブ
諸
国
と
の
間
の
戦
争
状
態
に
お
い
て
西
ド
イ
ツ
は
中
立
国
で
あ
り
、
そ
の
義
務

を
果
た
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

（
51
）「
第
二
次
世
界
大
戦
対
独
賠
償
関
係
一
件
」
第
三
巻
（B

’.3.2.0.1

）
所
収
。

（
52
）「
第
二
次
世
界
大
戦
対
独
賠
償
関
係
一
件
」
第
三
巻
（B

’.3.2.0.1

）
所
収
。

（
53
）「
第
二
次
世
界
大
戦
対
独
賠
償
関
係
一
件
」
第
三
巻
（B

’.3.2.0.1

）
所
収
。

（
54
）
西
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
は
、
一
九
五
三
年
三
月
一
八
日
、
協
定
に
同
意
す
る
法
案
を
可

決
し
、
続
い
て
、
連
邦
参
議
院
は
、
同
年
三
月
二
○
日
、
全
会
一
致
で
協
定
を
承
認
し
、

テ
オ
ド
ー
ル
・
ホ
イ
ス
連
邦
大
統
領
が
批
准
書
に
署
名
し
た
。
そ
の
後
、
西
ド
イ
ツ

政
府
は
、
エ
ジ
プ
ト
と
の
経
済
分
野
で
の
交
渉
を
再
開
し
、
他
の
ア
ラ
ブ
諸
国
と
の

間
で
も
経
済
協
力
関
係
を
推
進
す
る
意
向
を
示
す
こ
と
と
な
り
（
そ
の
旨
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
が
西
ド
イ
ツ
外
務
省
よ
り
出
さ
れ
た
）、
西
ド
イ
ツ
と
ア
ラ
ブ
諸
国
と
の
間
の
関

係
は
依
然
不
安
定
な
状
況
が
続
い
た
が
、
ア
ラ
ブ
諸
国
か
ら
の
反
発
は
、
徐
々
に
後

退
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。George Lavy, G

erm
any and Israel - M

oral D
ebt and 

N
ational Interest. (Frank Cass, 1996), pp.27-28.; A

rchiv der Gegenw
art, 

D
eutschland 1949 bis 1999, Band 1 A

pril 1949-1953 Septem
ber, Siegler 
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迫
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の
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迫
害
の
犠
牲
者
に
対
す
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る
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邦
法
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こ
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国
内
法
で
あ
る
連
邦
補
償
法
の
被
迫
害
者
の
要
件
・
基
準
と
同
様
で
あ
る
。

（
58
）ル
ク
セ
ン
ブ
ル
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一
九
五
九
年
）、ノ
ル
ウ
ェ
ー（
一
九
五
九
年
）、デ
ン
マ
ー
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一
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リ
シ
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六
○
年
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ラ
ン
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○
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ラ
ン
ス（
一
九
六
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）、ベ
ル
ギ
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一
九
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○
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タ
リ
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一
九
六
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）、ス
イ
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（
一
九
六
一

年
）、
英
国
（
一
九
六
四
年
）、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
（
一
九
六
四
年
）。

（
59
）
こ
れ
ら
の
西
側
諸
国
と
の
間
の
包
括
的
補
償
協
定
が
ロ
ン
ド
ン
債
務
協
定
第
五
条
第

二
項
で
規
定
さ
れ
た
個
別
の
請
求
権
の
審
査
の
延
期
に
抵
触
し
な
い
か
と
の
問
題
に

つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
整
理
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ロ
ン
ド
ン
債
務
協
定
の

附
属
書V

III

は
、
協
定
第
五
条
第
二
項
が
西
ド
イ
ツ
の
国
内
法
及
び
ロ
ン
ド
ン
債
務

協
定
の
署
名
前
に
締
結
さ
れ
た
条
約
に
基
づ
く
権
利
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
旨
の
合

意
さ
れ
た
解
釈
を
定
め
て
お
り
、
ナ
チ
ス
の
不
法
に
対
す
る
補
償
に
関
す
る
ド
イ
ツ

の
国
内
法
上
の
規
定
及
び
イ
ス
ラ
エ
ル
と
の
協
定
が
こ
れ
に
含
ま
れ
る
と
理
解
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
こ
の
結
果
、
ナ
チ
ス
の
不
法
に
対
す
る
補
償
に
関
す
る
一
般
的
な
例
外
が

形
成
さ
れ
た
と
し
て
、
西
側
諸
国
と
の
包
括
的
補
償
協
定
は
か
か
る
一
般
的
な
例
外

の
対
象
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。（H

elm
ut Rum

pf, D
ie Regelung der deutschen 

Reparationen nach dem
 Zw
eiten W

eltkrieg, A
rchiv des V

ölkerrechts, 

23.Bd.,N
o.1/2 (1985), S.74,97.

）

（
60
）
オ
ー
ス
ト
リ
ア
共
和
国
と
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
と
の
間
の
追
放
者
、
強
制
移
住
者
及

び
迫
害
者
の
損
害
の
調
整
、
そ
の
他
の
財
政
上
の
諸
問
題
並
び
に
社
会
的
領
域
の
諸

問
題
に
関
す
る
条
約
（
財
政
・
補
償
条
約
）（
ク
ロ
イ
ツ
ナ
ッ
ハ
条
約
）。
邦
語
訳
が
「
第

二
次
世
界
大
戦
対
独
賠
償
関
係
一
件
」
第
三
巻
（B

’.3.2.0.1

）
に
所
収
さ
れ
て
い
る
。

（
61
）
在
オ
ラ
ン
ダ
西
村
勘
一
臨
時
代
理
大
使
発
小
坂
善
太
郎
外
務
大
臣
宛
一
九
六
一
年
六

月
一
四
日
付
公
信
蘭
第
四
一
六
号
「
蘭
独
間
戦
後
処
理
条
約
に
つ
い
て
オ
ラ
ン
ダ
の

対
独
交
渉
申
入
れ
に
関
す
る
件
」
が
追
加
議
定
書
の
交
渉
経
緯
等
に
つ
い
て
、
ま
た
、

在
オ
ラ
ン
ダ
西
村
勘
一
臨
時
代
理
大
使
発
小
坂
善
太
郎
外
務
大
臣
宛
一
九
六
二
年
五

月
一
五
日
付
公
信
蘭
第
三
六
八
号
「
戦
後
処
理
に
関
す
る
蘭
独
間
条
約
の
追
加
議
定

書
の
署
名
に
関
す
る
件
」
が
署
名
さ
れ
た
追
加
議
定
書
の
概
要
等
に
つ
い
て
報
告
し

て
い
る
。

六　

お
わ
り
に

以
上
の
よ
う
に
、
外
交
史
料
館
所
蔵
史
料
に
は
、
占
領
期
に
お
け
る
連
合
国
の

対
ド
イ
ツ
賠
償
政
策
及
び
そ
の
実
施
に
つ
い
て
、
第
二
次
大
戦
直
後
か
ら
限
ら
れ

た
情
報
源
を
基
に
、
ド
イ
ツ
の
占
領
管
理
体
制
の
変
遷
を
踏
ま
え
、
情
報
の
整
理

が
累
次
な
さ
れ
て
き
た
経
緯
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
特
に
、
ド
イ
ツ
在
外
資
産

の
処
理
に
つ
い
て
は
、
ま
と
ま
っ
た
一
群
の
文
書
が
あ
り
、
ま
た
、
イ
ス
ラ
エ
ル
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及
び
西
側
一
二
か
国
と
の
間
の
ナ
チ
ス
の
不
法
に
関
す
る
協
定
に
つ
い
て
も
整
理

さ
れ
た
文
書
が
存
在
す
る
。
連
合
国
の
対
ド
イ
ツ
賠
償
政
策
は
、
ド
イ
ツ
と
同
様

に
占
領
管
理
下
に
あ
り
、
来
た
る
べ
き
対
日
平
和
条
約
に
お
け
る
賠
償
問
題
に
直

面
し
て
い
た
我
が
国
に
と
っ
て
、
極
め
て
関
心
が
高
い
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
は
容

易
に
推
測
で
き
る
。
パ
リ
賠
償
協
定
と
い
っ
た
国
際
的
枠
組
み
の
中
で
進
め
ら
れ

る
ド
イ
ツ
で
の
現
物
賠
償
の
実
施
は
、
中
間
賠
償
の
問
題
に
直
面
し
て
い
た
我
が

国
に
と
っ
て
喫
緊
の
関
心
事
項
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
在
外
資
産
の
処
理
問
題
は
、
我

が
国
の
在
外
資
産
の
連
合
国
に
よ
る
処
理
を
予
測
す
る
上
で
重
要
な
意
味
合
い
を

持
つ
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
イ
ス
ラ
エ
ル
及
び
西
側
一
二
か
国
と
の

間
の
協
定
は
、
対
日
平
和
条
約
の
締
結
を
経
て
、
個
別
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
、
南
ベ
ト
ナ
ム
と
い
っ
た
諸
国
と
の
間
で
賠
償
問
題
を
交
渉
し
て
い
た
我

が
国
に
と
っ
て
、
同
様
に
関
心
の
高
い
主
題
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ド
イ
ツ
の
戦
後
賠
償
は
、
戦
争
賠
償
問
題
が
ボ
ン
・
パ
リ
諸
条
約
及
び
ロ
ン
ド

ン
債
務
協
定
で
平
和
条
約
の
締
結
ま
で
延
期
さ
れ
る
中
、
ナ
チ
ス
の
不
法
に
対
す

る
補
償
に
つ
い
て
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
及
び
西
側
一
二
か
国
と
の
間
の
協
定
、
並
び

に
国
内
法
で
あ
る
連
邦
補
償
法
の
制
定
の
後
、
冷
戦
の
進
展
を
経
て
、
東
欧
諸
国

を
中
心
と
す
る
連
邦
補
償
法
の
適
用
を
受
け
な
か
っ
た
被
迫
害
者
の
給
付
へ
の
取

組
が
進
め
ら
れ）
62
（

、
さ
ら
に
、
強
制
労
働
問
題
が
次
第
に
浮
上
す
る
よ
う
に
な
り
、

二
○
○
○
年
の
「
記
憶
・
責
任
・
未
来
」
財
団
）
63
（

の
設
立
に
至
る
。

こ
う
し
た
ド
イ
ツ
の
戦
後
賠
償
の
展
開
は
、
い
ず
れ
も
占
領
期
に
お
け
る
戦
争

賠
償
に
関
す
る
現
物
賠
償
の
実
施
と
戦
争
賠
償
問
題
の
解
決
の
延
期
、
そ
し
て
、

ナ
チ
ス
の
不
法
に
対
す
る
補
償
へ
の
歴
史
的
責
任
、
道
義
的
義
務
を
表
明
し
た

一
九
五
一
年
の
ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
首
相
の
議
会
演
説
を
踏
ま
え
た
イ
ス
ラ
エ
ル
と
の

協
定
を
嚆
矢
と
す
る
取
組
に
端
を
発
す
る
。
外
交
史
料
館
に
は
、
ド
イ
ツ
の
戦
後

賠
償
の
起
点
と
な
る
こ
う
し
た
歴
史
的
事
象
に
つ
い
て
の
文
書
が
所
蔵
さ
れ
て
お

り
、
七
○
年
に
わ
た
る
ド
イ
ツ
の
戦
後
賠
償
の
形
成
過
程
を
検
討
す
る
上
で
重
要

な
史
料
を
提
供
し
て
い
る
。

注（
62
）一
九
八
○
年
の
ド
イ
ツ
連
邦
政
府
の
指
針
に
よ
り
連
邦
補
償
法
の
適
用
を
受
け
な
か
っ

た
（
自
己
の
責
め
に
帰
せ
ら
れ
ず
に
従
来
の
立
法
上
の
補
償
措
置
か
ら
除
外
さ
れ
た
）

ナ
チ
ス
の
不
法
の
犠
牲
者
に
一
時
金
を
支
給
す
る
こ
と
と
さ
れ
、
基
金
が
設
立
さ
れ

た
。
東
西
両
ド
イ
ツ
の
統
一
に
際
し
て
の
統
一
条
約
の
追
加
合
意
第
二
条
に
基
づ
き
、

ド
イ
ツ
連
邦
政
府
と
対
独
ユ
ダ
ヤ
物
的
請
求
権
会
議
（JCC

）
と
の
間
で
協
定
が
結

ば
れ
（
い
わ
ゆ
る
二
条
協
定
）、
同
事
業
が
拡
充
さ
れ
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

（
63
）
第
二
次
世
界
大
戦
中
の
強
制
労
働
問
題
に
関
し
、
当
時
の
連
立
政
権
（
社
会
民
主
党

と
緑
の
党
）
の
連
立
合
意
、
一
九
九
○
年
代
後
半
か
ら
の
米
国
に
お
け
る
関
連
訴
訟

の
動
向
を
受
け
て
、
ド
イ
ツ
国
内
法
に
基
づ
き
二
○
○
○
年
に
設
立
さ
れ
た
国
（
ド

イ
ツ
）
及
び
ド
イ
ツ
経
済
界
の
共
同
出
資
（
各
々
五
○
億
マ
ル
ク
）
に
よ
る
財
団
。

元
強
制
労
働
者
へ
の
補
償
な
ど
と
と
も
に
、
未
来
志
向
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
実
施
さ

れ
て
き
た
。

（
文
責　

六
川
）


